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平成26年９月18日（木曜日）

午前10時１分開会

会議に付託された議案等

○議案第１号 平成26年度宮崎県一般会計補正

予算（第２号）

○報告事項

・損害賠償額を定めたことについて（別紙１）

・平成25年度宮崎県公営企業会計（電気事業）

継続費精算報告書（別紙２）

・県が出資している法人等の経営状況について

公益財団法人宮崎県暴力追放センター

一般財団法人一ツ瀬川県民スポーツセンター

○教育及び警察行政の推進並びに公営企業の経

営に関する調査

○その他報告事項

・少年非行等の現況と対策について

・日南ダム発電所の着工について

・発電所施設見学ツアー（岩瀬川発電所）につ

いて

・供給電力量の状況について

・教育に関する事務の管理及び執行の状況の点

検及び評価について

・第二次宮崎県教育振興基本計画の改定につい

て

・第38回全国高等学校総合文化祭等の結果につ

いて

・平成26年度全国高等学校総合体育大会の結果

について

・第96回全国高等学校野球選手権大会の結果に

ついて

・平成26年度全国中学校体育大会の結果につい

て

出席委員（７人）

委 員 長 西 村 賢

副 委 員 長 右 松 隆 央

委 員 中 村 幸 一

委 員 押 川 修一郎

委 員 山 下 博 三

委 員 髙 橋 透

委 員 徳 重 忠 夫

欠席委員（なし）

委員外委員（なし）

説明のため出席した者

警察本部

警 察 本 部 長 坂 口 拓 也

警 務 部 長 水 野 良 彦

警務部参事官兼
西 福 一

首 席 監 察 官

生 活 安 全 部 長 山 内 敏

刑 事 部 長 武 田 久 雄

交 通 部 長 鳥 井 宏 一

警 備 部 長 金 井 嘉 郁

警務部参事官兼
齊 藤 直 司

警 務 課 長

生活安全部参事官兼
野 辺 学

生活安全企画課長

生 活 環 境 課 長 橋 本 利 幸

総 務 課 長 河 野 俊 一

警務部参事官兼
鬼 塚 博 美

会 計 課 長

少 年 課 長 津 端 重 雄

交 通 規 制 課 長 大 野 正 人

運 転 免 許 課 長 吉 田 瑞 行

企業局

企 業 局 長 四 本 孝

副 局 長 城 野 豊 隆

平成26年９月18日(木)
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技 監
図 師 雄 一

（ 土 木 担 当 ）

技 監
本 田 博

（電気･機械担当）

総 務 課 長 沼 口 晴 彦

経 営 企 画 監 喜 田 勝 彦

工 務 課 長 新 穗 伸 一

開 発 企 画 監 平 松 信 一

電 気 課 長 白ヶ澤 宗 一

施 設 管 理 課 長 山 下 雄 一

総 合 制 御 課 長 田 村 秀 秋

教育委員会

教 育 長 飛 田 洋

教 育 次 長
原 田 幸 二

（ 総 括 ）

教 育 次 長
谷 口 英 彦

（教育政策担当）

教 育 次 長
今 村 卓 也

（教育振興担当）

総 務 課 長 大 西 祐 二

参事兼財務福利課長 田 方 浩 二

学 校 政 策 課 長 川 越 良 一

学 校 支 援 監 川 﨑 辰 巳

特別支援教育室長 坂 元 厳

教 職 員 課 長 西 田 幸一郎

生 涯 学 習 課 長 村 上 昭 夫

スポーツ振興課長 日 髙 和 典

文 化 財 課 長 大 西 敏 夫

人権同和教育室長 黒 木 政 信

事務局職員出席者

政策調査課主幹 牧 浩 一

議事課主任主事 沼 口 恭一郎

○西村委員長 ただいまから、文教警察企業常

任委員会を開会いたします。

委員会の日程についてでありますが、お手元

に配付しました日程案のとおりでよろしいで

しょうか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○西村委員長 それでは、そのように決定いた

します。

執行部入室のため、暫時休憩いたします。

午前10時１分休憩

午前10時３分再開

○西村委員長 委員会を再開いたします。

報告事項等について本部長の説明を求めます。

○坂口警察本部長 おはようございます。８月26

日付で宮崎県警察本部長を命ぜられました、坂

口でございます。どうぞよろしくお願いいたし

ます。

西村委員長を初め、委員の皆様におかれまし

ては、平素から警察行政全般にわたりまして、

深い御理解と御協力を賜り御礼申し上げます。

私は、着任に際しまして、全職員に対し、県

民の役に立つという強い気持ちを持つこと、県

民の役に立つための確かな技術を身につけるこ

とを指示したところであります。今後とも、全

職員が一丸となって、安全で安心な宮崎を目指

し、全力で努力してまいる所存でございますの

で、委員長を初め、委員の皆様には、今後とも

よろしく御指導のほどをお願いいたします。

さて、本日御審議いただく議案及び報告は、

３件であります。

まず、報告として、損害賠償額を定めたこと

について、公益財団法人宮崎県暴力追放センタ

ーの経営状況について、さらに、その他の報告

として、少年非行等の現況と対策についてであ

ります。

平成26年９月18日(木)
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以上の案件につきまして、それぞれ担当部長

から説明・報告させますので、御審議のほどよ

ろしくお願いいたします。

私からは以上でございます。

○西村委員長 本部長の説明が終わりました。

初めに、報告事項に関する説明を求めます。

○水野警務部長 それでは、平成26年９月定例

県議会提出報告書の、損害賠償額を定めたこと

について御報告いたします。

今回御報告する事案は、12件でございます。

うち、11件が県有車両による交通事故、残りの

１件が装飾物品の損傷事故でございます。

それぞれの内容についての御説明に先立ちま

して、本年６月の常任委員会での御指摘を受け、

警察職員の交通事故防止に向けて取り組んでお

ります対策につきまして、簡単に御説明させて

いただきます。

警察職員の交通事故防止につきましては、こ

れまでも職員に対する指導教養や、運転実技訓

練を行っているところでありますが、発生に歯

どめのかからない厳しい状況を認識し、いま一

度、全ての職員に交通事故防止に対する意識づ

けを徹底し、事故防止対策を強力に推進するた

め、本年７月に県下警察署の副署長、各所属の

理事官等出席による臨時副署長会議を開催して

おります。

その席で、本部長から訓示、私のほうから指

示を行った上、本部及び各所属の交通事故防止

対策について協議いたしました。

その上で、現在、県警本部または各所属で取

り組んでおります主な対策といたしまして、運

転技術の向上、安全確認の徹底のために、運転

免許試験場や警察署駐車場での運転実技訓練、

安全意識の向上のための交通事故防止研修会等

の開催、愛車精神の醸成のために公用車洗車の

日の設定等の各種対策を行っております。

特に交通事故を起こした職員につきましては、

より一層の安全運転の意識づけを図るため、運

転免許試験場へ招致しての運転訓練、みずから

の事故事例の発表、公用車洗車の徹底等を行わ

せておりまして、所属の情勢に応じた一定期間

の運転自粛等についても検討を行っているとこ

ろでございます。

以上、県警の取り組みについて簡単に御説明

させていただきましたが、私につきましても、

６月の議会におきまして、先ほど本部長の話に

もありました県民の役に立つという強い気持ち

を御説明しようとするが余り、県民の役に立つ

確かな技術が身についていないんではないかと

いう御指摘につきまして、少し配慮が欠けておっ

たかなというふうに反省しておる次第でござい

ます。改めまして、今後、また報告させていた

だきますけども、引き続き御理解、御指導のほ

どよろしくお願いしたいと思います。

それでは、お手元に、先ほど申し上げました

資料、定例県議会提出報告書があるかと思いま

す。そちらに基づきまして、県有車両による交

通事故について御説明いたします。

報告書の３ページをごらんください。

こちらの報告書は、県と県警のものが混在し

てございます。したがいまして、県警に該当す

るものを、ページの番号、順番と事案発生日で

区別して御説明申し上げます。

まず、３ページ、上から４番目であります。

平成25年11月20日の事案でございます。

これは、宮崎北警察署の警察官が、捜査用の

普通乗用自動車に単独で乗車し、発生場所の駐

車場に駐車する際、後方の安全確認が不十分な

まま後退したため、駐車中の相手方車両と接触

した事故であります。
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この事故によりまして、相手方車両の修理費

用として７万4,025円を県警が加入する任意保険

で損害賠償したものであります。

次に、１つあけまして、３ページの６番目で

ございます。平成25年12月12日の事案でござい

ます。

宮崎南警察署の警察官が、警ら用の小型自動

二輪車に乗車して警ら中、発生場所交差点手前

で一時停止した際に、右方からの左折車両が、

停止中の当該警察官の車両のため左折できずに

交差点手前で停止したため、当該警察官が先に

交差点を通過しようといたしまして、右の方向

の安全確認が不十分なまま交差点内に進入した

ことから、右方に停止していた車両を後方から

追い越して、交差点に進入してきた相手方車両

と交差点内で衝突した事故でございます。

この事故によりまして、相手方車両の修理費

用として３万3,151円を県警が加入する任意保険

で損害賠償したものであります。

続きまして、その下、７番目であります。平

成25年12月26日の事案であります。

日向警察署の警察官が、捜査用務のため、捜

査用の普通乗用自動車を相手方敷地に駐車しま

して、用務終了後、前進で発進する際、ギアを

誤ってバックギアに入れて後退させたため、後

方のガードパイプに衝突した事故であります。

この事故によりまして、ガードパイプの所有

者に対して、修理費用として13万円を県警が加

入する任意保険で損害賠償したものであります。

続きまして、３ページ、一番下であります。

平成26年１月５日の事案であります。

これも日向警察署でありますが、日向警察署

の警察官が、小型警ら用無線自動車、いわゆる

ミニパトと申しますが、それに単独で乗車して

警ら中に、橋の欄干下で腹ばいになって川を見

ている子供３人を認めたため、駐車して注意を

したところ、ミニパトに興味を持った子供たち

が近づいてきまして、車内をのぞき込み始めま

したことから、当該職員は子供たちの相手をし

た後に、助手席側にいた２人に、どいてという

形でございましょうか、注意を促して発進した

ものの、助手席側の後部ドア付近に立っていた

３歳の幼児に気づかずに発進してしまったこと

から、左側の後輪のタイヤがその幼児の右足の

小指に乗り上げたという事故でございます。

この事故によりまして、そのお子さんに右足

挫創の障がいが発生いたしましたため、治療費、

通院費、慰謝料などとして８万2,219円を、自賠

責保険で損害賠償したものでございます。

続きまして、次のページであります。４ペー

ジであります。

４ページの一番上の事案であります。平成26

年１月８日の事案であります。

これも日向警察署でありますが、日向署の警

察官が、交通事故捜査用のワンボックス型の普

通乗用自動車、いわゆる事故処理を行う事故処

理車と申しますが、それで交通事故現場に臨場

し、発生場所駐車場に自分の車を後退して駐車

する際に、現場に先着しておりました警察官が

後方誘導を行っていたものの、その事故処理車

の天井部分に設置されている赤色灯が店舗の軒

部分に接触したという事故でございます。

この事故によりまして、店舗の所有者に対し

まして、軒の修理費用として８万円を県警が加

入する任意保険で損害賠償したものでございま

す。

続きまして、その下であります。２番目です

が、平成26年２月23日の事案であります。

宮崎南警察署の警察官が、警ら用の小型自動

二輪車で警ら中に、発生場所駐車場を通り抜け
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て逃走する不審者を発見いたしまして、追跡を

開始した際に、不審者に気をとられて、駐車場

の敷地の境界線に張られておりました鉄製の

チェーンがございまして、それに気づくのがお

くれ、チェーンを固定する鉄製のポールに衝突

したという事故でございます。

この事故によりまして、鉄製のポールの所有

者に対して、修理費用として７万5,600円を県警

が加入する任意保険で損害賠償したものであり

ます。

続きまして、その下、４ページ、４番目であ

ります。平成26年３月11日の都城市の事案であ

ります。

都城警察署の警察官が、警ら用の小型自動二

輪車に乗車し、所用のため、管轄外の交番に向

かう際、その途中に脇見をして前方注視を怠り

まして、進路前方に右折待ちで停止していた相

手方車両に気づくのがおくれ、追突した事故で

あります。

この事故により、相手方車両の修理費用など

として10万円を県警が加入する任意保険で損害

賠償したものであります。

続きまして、その下であります。５番目です。

平成26年３月11日の日向市の事案であります。

延岡警察署の警察官が、捜査用の普通乗用自

動車に単独で乗車し、発生場所の駐車場に後退

しながら駐車する際に、右側後方の安全確認が

不十分なまま後退しましたため、右後方から接

近してきた相手方車両と接触した事故でござい

ます。

この事故によりまして、相手方車両の修理費

用などとして９万8,000円を県警が加入する任意

保険で損害賠償したものであります。

引き続きまして、その下であります、４ペー

ジ、６番目です。平成26年３月13日の事案でご

ざいます。

これは高岡署の警察官でありますが、捜査用

の自動車を駐車場に駐車しておりる際に、突風

により運転席のドアが激しく開放いたしまして、

隣の駐車枠に駐車しておりました相手方車両の

運転席後部ドアに接触してしまったという事故

であります。

この事故により、相手方車両の修理費用とし

て10万605円を県警が加入する任意保険で損害賠

償したものであります。

引き続きまして、その下であります。４ペー

ジ、７番目の平成26年４月11日の事案でありま

す。

これは、日向署の警察官でありますが、ミニ

パトに単独で乗車し、給油所が発生場所だった

んですけども、そこで給油を終えて道路に出る

際に、給油所に進入してくる車両がありました

ことから、それに進路を譲るために、後方の安

全確認が不十分なまま後退をいたしました。そ

の際、給油所の柱に衝突してしまった事故であ

ります。

この事故によりまして、柱の所有者に対しま

して、修理費用として10万8,000円を県警が加入

する任意保険で損害賠償したものであります。

県有車両による交通事故の最後になりますが、

４ページ、８番目であります。平成26年４月17

日の事案であります。

高鍋署の警察官でありますが、捜査用の自動

車に単独で乗車し、緊急走行で逃走車両を追跡

中に、対向停止中の相手方車両と離合する際に、

ハンドル操作が不適切でありまして、自分の車

のドアミラーが相手方車両の右側後部に接触し

たという事故であります。

この事故によりまして、相手方車両の修理費

用として７万1,520円を県警が加入する任意保険
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で損害賠償したものであります。

県有車両による事故につきましては、以上の11

件であります。

交通の指導取り締まりを責務とし、交通法令

を遵守すべき警察職員による交通事故は、県民

の信頼を損なうことにつながりかねないもので

ありますので、現在の状況を重く受けとめ、防

止対策を強力に推進し、職員による交通事故の

防止に努めてまいります。

続きまして、装飾物品の損壊事故につきまし

て御説明いたします。

上に上りまして、４ページ、３番目をごらん

ください。

これは、都城署の警察官が、相手方の事務所

を捜索差し押さえをした際に、事務所に置かれ

た陶器製の人馬型、人と馬が一体型になった置

物でございますが、それを誤って倒したために、

置物の馬の右前脚部分が折れたという事故であ

ります。

この事故につきましては、相手方に対しまし

て、損傷した置物の商品価格から算出いたしま

した１万2,000円を県費で損害賠償したものでご

ざいます。

以上12件が、損害賠償を定めたことについて

の御報告でございます。

引き続きまして、刑事部長のほうから御説明

させていただきます。

○武田刑事部長 それでは、地方自治法及び宮

崎県の出資法人等への関与事項を定める条例に

基づきまして、公益財団法人宮崎県暴力追放セ

ンターの経営状況について御報告をいたします。

お手元の平成26年９月定例県議会提出報告書、

県が出資している法人等の経営状況、ちょっと

分厚いやつでございます。これの151ページをお

開きください。

それでは、まず、１の事業概要についてであ

りますが、平成25年度は、同センターの目的及

び事業の一層の定着を図るとともに、暴力追放

のための広報啓発活動、暴力追放相談活動等を

重点とした推進事業の充実を図り、県民総ぐる

みによる暴力追放、暴力団排除運動の活発化を

図ったところであります。

２の事業実績についてでありますけども、公

益財団法人宮崎県暴力追放センターが行う事業

には収益事業はなく、全てが公益事業でありま

して、平成25年度におきましては、151ページか

ら154ページの表のとおり実施しております。

まず、事業名（１）「暴力団員等による不当な

要求行為の被害者に対する支援事業（公益事業

１）」については、①の相談事業、助言事業とし

て、常勤相談委員や弁護士等による相談・助言、

②の少年保護活動事業としまして、警察や少年

指導委員、暴力追放推進員との合同の会合や行

事の参加、③の暴力団離脱更正促進事業としま

して、更正援助活動や社会復帰援助関係の規程

の整備、④の被害者救済事業としまして、見舞

金制度や民事訴訟援助の周知徹底の４つの事業

を実施しております。

次の152ページをお開きください。

事業の（２）「暴力団員等による不当な行為に

対する犯罪被害防止事業（公益事業２）」につき

ましては、①の広報啓発事業としまして、宮崎

県と宮崎県防犯協会連合会共同の宮崎県地域安

全大会の開催、広報機関を通じた暴排広報記事

の掲載、暴力団の現状と対策のパンフレットの

作成配布等の活動でございます。②の民間暴力

団排除団体等への支援事業として、事業所への

不当購読拒否対策や暴力団対応研修会、暴力追

放運動の支援の実施。153ページに移りまして、

③の少年指導委員に対する研修事業としまして、
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防犯協会と共催の研修会の開催、④の不当要求

情報管理機関への援助事業として、銀行や証券

会社などとの会議開催、⑤の全国及び九州管区

内研修会等の調査研究・情報収集事業でござい

ます。次の154ページに移りまして、⑥の県内13

地区における不当要求防止責任者講習等事業の

６つであります。

次に、207ページをお開きください。

経営状況等の詳細につきまして、平成26年度

宮崎県出資法人等経営評価報告書により御説明

いたします。

まず、概要についてであります。

宮崎県暴力追放センターは、財団法人宮崎県

暴力追放県民会議の名称で平成４年４月１日に

設立され、平成19年に財団法人宮崎県暴力追放

センターに名称変更が行われ、平成23年４月１

日付で現在の公益財団法人宮崎県暴力追放セン

ターとなったものでございます。

総出資額４億9,500万円は、現在の財団の基本

財産であり、このうち、県の出資額が３億9,500

万円、残り１億円は市町村の出資金となってお

ります。

総出資額に対する県の出資比率は、記載のと

おり、79.8％であります。

次に、下の欄の県関与の状況についてであり

ます。

まず、人的支援について説明いたします。

センターの役員は13人で、常勤理事１名と非

常勤理事12名となっており、県の退職者は事務

局長を兼務する常勤理事１人と非常勤理事１人

の２人が就任しております。

次に、財政支出等について御説明します。

県委託料は901万8,000円で、下の欄の主な県

財政支出の内容①に記載されました「事業所暴

力団等排除責任者講習委託事業」の委託料901

万8,000円のみでございまして、その他の補助金、

交付金、負担金等はありません。

この事業は、暴力団対策法の規定に基づきま

して、公安委員会から委託を受けて実施してい

る事業であり、事業所の暴力団排除責任者に対

しまして、暴力団等からの不当要求被害を防止

するための講習会を行っており、昨年度は県内13

地区におきまして25回、768名に対して実施して

おります。

次に、その下の欄にあります実施事業であり

ます。

これはさきに述べましたとおり、公益事業の

１として４事業、公益事業の２としまして６事

業の10事業を実施しております。

次に、活動指標についてであります。

暴力追放センターが行っている10事業は、い

ずれも暴力団排除運動のために必要な事業でご

ざいますけども、中でも、特に県民に身近な立

場の取り組みとしまして、暴力相談受理状況、

不当要求防止責任者講習等の研修会の参加状況、

ホームページアクセス状況を活動指標として掲

げております。

まず、過去の実績等をもとにしまして、①の

暴力相談受理件数は、平成25年度の目標を300件

としておりましたけれども、実績値は225件で達

成度は75.0％でございました。

②の不当要求防止責任者講習会などの研修会

参加者数は、目標値を5,000人としておりました

けども、実績値は4,383人で達成度は87.7％。

③のホームページへのアクセス数は、目標値

を5,700としておりましたところ、実績値3,906

件で達成度は68.5％でありました。

次に、財務状況についてでございます。次の208

ページを見ていただきたいと思います。

財務状況の数字は千円単位で表示しておりま
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す。

経常収益、経常費用等の詳細につきましては、

平成25年度事業報告書の155ページから158ペー

ジまでの貸借対照表、正味財産増減計算書、財

産目録を後ほど御参照いただければと思います。

その表の財務状況のうち、左側の上のほうで

すけども、正味財産増減計算書の平成25年度の

欄をごらんください。

平成25年度の収入に当たる経常収益は2,366

万1,000円、支出に当たります経常費用は2,485

万2,000円で、当期経常増減額はマイナス119

万1,000円となり、経常費用が経常収益を上回っ

たということになります。

経常外収益並びに経常外費用はありませんで

したので、平成25年度の当期一般正味財産増減

額は、当期経常増減額のマイナス119万1,000円

となっております。

また、平成24年度からの繰越金である平成25

年度の一般正味財産期首残高は506万円でありま

したので、平成25年度の一般正味財産期末残高

は、当期一般正味財産期首残高から当期一般正

味財産総減額のマイナス119万1,000円を差し引

いた386万9,000円となります。

次に、当期指定正味財産増減の部について説

明いたします。

平成25年度は、指定正味財産期首残高４

億9,500万円、同期末残高４億9,600万円であ

り、100万円の増額となっております。

この内訳は、基本財産４億9,500万円と、平成25

年度に新設しました特定資産の差止請求等費用

運営資産100万円でございます。

差止請求等費用運営資産は、平成24年の暴力

団対策法改正で、国家公安委員会から適格都道

府県センターの認定を受けた各都道府県暴力追

放センターが、指定暴力団組事務所付近住民等

から委託を受けて、センターみずからが原告と

なって暴力団組事務所使用差しとめの民事訴訟

を起こすことができるようになりまして、宮崎

県暴力追放センターは、平成25年10月24日付で

適格都道府県センターの認定を受けましたので、

センターが民事訴訟を行う経理的基盤としまし

て、差止請求等費用運営資産を設立したところ

でございます。

基本財産の４億9,500万円につきましては、従

来どおり、国債、地方債の有価証券や定期預金

で運用しております。

次に、正味財産期末残高の４億9,986万9,000

円は、平成25年度指定正味財産期末残高４

億9,600万円、平成25年度一般正味財産期末残

高386万9,000円の合計額となります。

次に、右側の貸借対照表の平成25年度欄をご

らんください。

平成25年度の資産は、合計５億872万9,000円

であります。

資産の内訳は、流動資産が293万1,000円、固

定資産が５億579万8,000円であります。

次に、負債は、合計886万円であります。

負債の内訳は、流動負債が職員所得税等の預

かり金として６万2,000円、固定負債が879

万8,000円であります。預かり金については、現

在、支払いは終わっております。

次の、平成25年度の正味財産４億9,986万9,000

円は、資産合計から負債合計を差し引いた額で

ございます。

次に、下の財務指標についてであります。

①の自己収入比率の実績値47.4％は、記載の

算式のとおり、基本財産運用収入の655万1,000

円に、自己収入の賛助会費448万円と寄附金74

万8,000円を加えた合計を、当期支出合計額

の2,485万2,000円で割り、比率を算出したもの
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であります。

平成25年度の目標値60％に対しまして、実績

値は47.4％でしたので、達成度は79％でありま

した。

②の管理費比率の実績値19.6％についても、

算式に基づき管理費487万7,000円を総支出額

の2,485万2,000円で割り、比率を算出したもの

であります。

平成25年度の目標値30％に対しまして、実績

値は19.6％で達成度は134.7％でありました。

次に、直近の県監査の状況についてでありま

す。

県監査事務局が実施した平成25年度包括外部

監査結果は、外部監査人の意見で、賛助会員会

費の増加など自主収益の拡大に努め、安定的な

財政基盤の確保に努める必要があるというもの

でございました。

この意見に対しまして、意見に対し講じた措

置に記載しておりますけども、このとおり、現

在、より積極的な賛助会員獲得活動を推進して

るところでございます。

最後に、総合評価についてであります。

県の評価は、事業活動実績面については、適

格都道府県センターの認定を受け、民間の暴力

団排除組織に対する支援活動の充実を図るなど、

暴力団追放に向けたさまざまな支援活動を積極

的に行っており、その実績は評価できるとして

おります。

また、財政面につきましては、長期安定の財

政基盤の確保を図るため、基本財産の運用見直

しなど、なお一層の自助努力が必要であるとし

ております。

また、活動内容及び組織運営についてはＡで

良好、財務内容についてはＢでほぼ良好との評

価を受けております。

続きまして、平成26年度の事業計画について

御説明いたします。

159ページから160ページをお開きいただきた

いと思います。

１の事業概要についてであります。

本年度においても、公益財団法人として一層

の定着化を図るとともに、これまで以上に広報

啓発活動、民間や自治体の暴排活動の支援、暴

力相談事業等を積極的に推進することとしてお

ります。

２の事業計画については、本年度も（１）の

暴力団等による不当要求行為の被害者に対する

支援事業で４事業、（２）の暴力団員等による不

当な行為に対する犯罪被害防止事業で６事業

の10事業を推進していくこととしております。

次に、161ページをお開きください。

３の収支予算書（損益）についてであります。

まず、大項目のⅠの一般正味財産増減の部か

ら説明いたします。

（１）の経常収益は、中に書いてあります基

本財産運用益、特定資産運用益、受取会費（賛

助会費）、事業収益、受取補助金等、雑収益とで

構成され、合計では記載の2,433万8,967円の収

入となっておりまして、前年と比較し、約13

万7,561円の増額となっています。

一方、（２）の経常費用につきましては、事業

費、162ページに移りまして、管理費で構成され

まして、合計2,720万8,000円となっております。

経常収益と経常費用の差額である評価損益等

調整前当期経常増減額は、マイナス286万9,033

円となっております。平成26年度の一般正味財

産期首残高は386万9,033円でございますので、

平成26年度の一般正味財産期末残高は100万円と

なります。この100万円は、一般正味財産で保有

しています貸付原資資産100万円となります。
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次に、大項目のⅡの指定正味財産増減額の部

について説明いたします。

指定正味財産の受取寄附金100万円は、平成25

年度から始まった一般財団法人宮崎県警察職員

互助会からの平成26年度特定寄附金でございま

す。

センターでは、この寄附金を指定正味財産と

して保有し、特定資産（暴力団組事務所使用差

止請求等費用運営資産）として活用しておりま

す。暴力団組事務所使用差止請求等費用運営資

産は、平成26年度の特定寄附金を加えると200万

円となります。

平成26年度の基本財産運用益794万1,000円は、

一般正味財産に振りかえますので、基本財産の

増額はなく４億9,500万円のままとなり、平成26

年度の当期指定正味財産増減額は、受取寄附金

分の100万円の増額となります。

指定正味財産期末残高は、基本財産４億9,500

万円、暴力団組事務所使用差止請求等費用運営

資産200万円の合計であります４億9,700万円で

あります。

Ⅲの正味財産期末残高は、一般正味財産期末

残高の100万円に指定正味財産の４億9,700万円

を加えました４億9,800万円となります。

なお、平成26年度の事業計画は、本年３月３

日開催の理事会で、また平成25年度の事業実績

につきましては、本年６月５日開催の理事会並

びに本年６月20日開催の評議員会において、そ

れぞれ承認されております。

センターが行っております事業の中では、公

安委員会の委託事業である不当要求防止責任者

講習等事業が、県土整備部管理課が行う県発注

建設工事等入札参加資格審査の加点評価項目に

追加新設されるなど、暴追センターの役割はま

すます重要となりますので、今後も予算の効率

的な運用と経費等の節減になお一層努めるとと

もに、官民一体となりました宮崎県暴力団排除

条例と連動した暴力団排除活動等を積極的に実

施していく所存でございます。今後とも、委員

長を初め、委員の皆様の暴力追放センターに対

する深い御理解と御協力をお願いいたしまして、

報告とさせていただきます。以上でございます。

○西村委員長 報告事項に関する執行部の説明

が終わりました。

報告事項に関する質疑はございませんか。

○徳重委員 まず、交通事故の関係でお尋ねし

ますが、平成26年１月、２月、３月というのが

かなりあるわけですが。11月、12月も入ってま

す。これは、６月議会では出せなかったんです

か。

○水野警務部長 こちらで報告させていただき

ます事案につきましては、その時期につきまし

ては、まず相手方の被害総額が確定することが

必要でございまして、その上で、保険会社に間

に立っていただいて、相手方との示談を行いま

す。また、保険会社による示談の完了というの

が必要でございます。その上で、まず議会での

議決、それから知事の専決を行うことが必要で

ございまして、それらの手続が全て終了し損害

賠償額が確定した上で、今回の議会においての

報告ということに至りました。

したがいまして、少し損害賠償の額の確定に

時間がかかり過ぎておるかもしれませんけれど

も、手続の都合でそういったことになっておる

ということを御理解いただければと思います。

○徳重委員 １月にも何件かございますし、12

月にも何件かあります。交通事故は、私たちの

仲間もそうですが、事故を起こさないというわ

けにはいかない点もあるかと思うんです。これ

はもう事故ですから、仕方がないと言えばそれ
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までなんですが、やはり警察という立場からし

ても、取り締まるという立場からしても、交通

事故は起こしてほしくないなというのが、県民

の願い、住民の願いだと、こう思うんです。

こうして事故が頻発しているということに対

して注意は喚起されるということですが、毎月

起きてるというこの現実をどのように捉えて、

そして署員に対してどのような訓示をされたの

か、そこ辺をちょっと教えてみてくださいませ

んか。

○水野警務部長 せんだっての６月議会以降も、

公務中の公用車での事故というのは実際発生し

ておりますし、議会での御指摘を踏まえて、先

ほど副署長会議という会議を開きましたという、

会議の開催だけではなくて、私も事故が起こる

都度、６月議会以降はどういった事故だったの

かというのを速報してもらうようにしておりま

す。

件数についても把握するようにいたしており

ますし、また先ほど冒頭で申し上げましたけれ

ども、各所属におきましても、御指摘を受けた

ということを踏まえまして、例えば警察署の駐

車場において運転技術の実技の訓練、特に事故

が多いのは後退中であったりするもんですから、

後退中にはどのようにするのかというようなこ

とを、いま一度確認するような訓練も行ってお

ります。

また、特に事故を起こした職員に対しまして

は、より一層の安全運転の意識づけを図るとい

うことで、これは以前からもやっておりますけ

ども、改めて、一ツ葉の免許試験場がございま

す。県下で交通事故を起こした者については全

て、その者を招致して、基本の確認でございま

すけども、いま一度、運転の訓練を試験場にお

いてやっております。その際、私も直接その訓

練の場に立ち会わせていただいて、先生方から

の御指摘がありましたということを踏まえ、ま

た、本部長からも自分の車両としてしっかりと

事故を起こさないように今後確認していくとい

う言葉があった旨、直接私からも伝えるという

ことをやらせていただきました。その対策をし

たにもかかわらず、まだまだ事故が発生し、ま

たこういった形で報告しなければならないとい

うのは非常に大変申し訳ないというふうに思い

ますけれども、これは引き続き、今回の御指摘

もございましたので、事故のないように対策を

打ってまいりたいというふうに思っております。

以上でございます。

○徳重委員 交通事故っていうのは物損事故が

多いし、この状況からしても、大体10万円前後

の損害賠償ということになります。それは保険

でやるから、そんなに影響はないんだというよ

うな思いをされてるかもしれませんが、私はそ

うでないと思うんです。車を傷つけられたほう

は、非常にそのことが、どうしてもずっと頭に

残ってしまうんです。だから、事故そのものは

そんなに大きな事故でなくても、すぐ修理代と

いうのは10万前後かかってしまうということで、

一遍傷つけられると、車に乗るのも嫌な思いを

するわけですから、県民の立場に立って、やは

りこういう事故が少しでも少なくなるように、

ひとつ今後努力をしていただきたいということ

をまずお願いしときたいと思います。

○西村委員長 ほかにないでしょうか。

○髙橋委員 事前に説明にお見えになりました

から、対策は十分にとるということで理解をし

てますんで、もう多くは申し上げませんが、任

意保険で処理するということでしたが、一般に

任意保険料というのは、保険料が支払われるこ

とによって掛金が上がってくることになってる
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はずなんですが、そこら辺は、やっぱり掛金は

上がってくるということで理解をしたほうがい

いですよね。

○水野警務部長 過去からの掛金で申し上げま

すと、台数が変わっておるもんですから、単価

で見ないとわからんかなと思うんですけども。

昨年度の任意保険の対象となった台数が1,000

台ございました。保険料は660万4,000円でござ

います。それから、その前年度の平成24年度で

ありますが、974台の車両につきまして481

万8,530円となっております。これは、平成23年

度から任意保険での対応になりましたので、そ

の段階まで申し上げますと、965台に対しての451

万8,000円ということでございます。

単価で申し上げますと少し高くなってるかの

ようでございますけども、保険の契約は、台数、

団体の割引とかいろんな割引がございまして、

必ずしも事故が起きることによって保険料が上

がるということにはなっていないのかなという

ふうに思うんですけれども、そういった見合い

の中で保険料の支払いというのは決定している

ということでございます。

これも入札してございますので、またそれも

保険会社のほうで勘案していただきながらやっ

ていただいてるのかなというふうに思います。

以上です。

○髙橋委員 通常の保険会社からすると、保険

会社は出したくないわけです。だから、そうい

うシステムからいうと、保険料の支出があれば、

それなりのペナルティーというのがあるのが通

常の保険のシステムですから、恐らく団体割引

があったにしても、それなりの負担は生じてく

るのかなというふうに思いますんで、先ほど言

いましたように、対策はしっかりとってらっしゃ

るということですから、今後とも注意喚起をよ

ろしくお願いしたいと思います。

次に、暴力追放センターの関係で、賛助会員

の御説明がありました。毎年、質疑があってる

とこかもしれませんが、賛助会員の会員数と会

費、ここをまず教えてください。

○武田刑事部長 平成25年度で、全部で278会員

でございます。団体が245会員、個人が33会員で

ございまして、会費は団体が一口１万円、個人

が一口5,000円という仕様になっております。

○髙橋委員 冒頭の278人と、個人の33はどうい

う関係があるんですか。278人とおっしゃいませ

んでしたか。

○武田刑事部長 278会員です。278の中から、

団体と個人というのがございまして、その数字

でございます。

○髙橋委員 わかりました。25年度の賛助会員

の予算は448万円ですね。そして、26年度が450

万円ですけど、２万円をふやして目標にしよう

ということで、控えめな目標になってるなと思

いながら。

ただ、つけ加えて申し上げますと、積極的に

賛助会員を募ってらっしゃるのかなと、ちょっ

と説明を聞きながらそういう疑問も湧きました。

ひところ、被害者何とか、団体がありましたよ

ね。県議会議員にも募られて、私も賛助会員に

何回かなってた記憶があるんですけど。そうい

う意味では、受けとめ方として、こちらのほう

は余りＰＲされてないような気がしますが、そ

ういう点も含めて御答弁をお願いします。

○武田刑事部長 賛助会員は、企業ですとか、

飲食業ですとか、個人もいらっしゃるわけであ

りますけども、講習会を開くたびに、皆さんの

こういった賛助会員費で賄われてると、活動が

できるんだというお話を積極的にやってるとこ

でございまして、ホームページあたりにもそう
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いったことを出しております。

今、ちょっと手元にないんですけども、賛助

会員が、昨年よりも、その前年よりも、徐々に

会員数的には伸びてきております。ですから、

賛助会員の数は、積極的な活動をする上で必要

な事項だということで、懸命にいろんなところ

でＰＲをしながら、お願いしながら。

そして、賛助会員になった場合には、損金と

して税額の控除等もございますので、そういっ

たことも御紹介しながら加入を進めてるところ

でございます。

○髙橋委員 暴力追放センターの賛助会員と、

私が先ほど言いました被害者の支援の賛助会員

がありますよね。暴力対策は、関係者といいま

すか、いわゆる飲食組合とかそういった方が中

心になって会員になってらっしゃるのかなと、

もう一つの被害者支援のやつは、もう幅広く賛

助会員になってるのかなと、そういう思いを勝

手にしたところですが、そういったところはど

うですか。

○武田刑事部長 県内に、今、およそ2,800の事

業所が、選任事業所として届け出をしてきてお

ります。これは、だんだんと数がふえてきてお

ります。

○髙橋委員 何の事業所ですか。

○武田刑事部長 不当要求防止責任者としてう

ちは選任しますよという数が、だんだんと増加

してきておるわけでありますけども、こういっ

た事業所に賛助会員になっていただけませんか

というような御案内もさせていただいてるとこ

ろでございます。

この責任者事業所が、昨年からしまして200ぐ

らい増加しているわけであります。先ほどちょっ

と最後に御説明しましたが、今度の入札参加資

格の制度が新設されましたけども、こういった

ことでうちも選任事業所として届ける、そして

その講習を受ける、そしてこの加点をいただく、

あわせて、賛助会にも理解のあるところは加入

させていただきますというようなことでありま

すので、積極的にお願いをしてるところでござ

います。

○髙橋委員 わかりました。もう最後にします。

207ページの一番下のほうです。

活動指標というところがありますが、平成25

年度の暴力相談受理件数、目標が300で、実績値

が225で、75の達成度ということですが、これは

いろいろと見方があって、相談はないほうが平

和だよなというイメージも持ちますから、目標

を高くするのもいかがなものかなと思ったりし

て、いろいろと悩ましいんで。

225というのは、結局、今こういう暴力に対す

る事案というのが減ってきてる、警察本部のい

ろんな取り組みもあって、そういったところが

もう落ち着いてるというふうな見方をしたらい

いのか、あるいは水面下でなかなか表に出てこ

ない分も結構あるんだよとか、そういった分析

について教えてください。

○武田刑事部長 この目標値300というのは、過

去５年間の平均値が235でございまして、それに

２割ほど乗せて目標値として300という措置をし

た結果、昨年は225ということで、平均値が235

でございますので、その幅なのかなと思ってる

ところであります。

やはり相談は、もちろん暴力事案がないほう

がいいわけでありますけども、我々はそういう

ことはないんだと、隠れてる部分をどうにか声

を大きくして、そして電話とか窓口に来てやっ

ていただきたいということで、これは非常に重

きに思っているところでございます。

その表にもございますが、相談受理の225のほ
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とんどは電話相談でございますけども、その内

容を御紹介しますと、「こんな電話があったけど、

えせ右翼じゃないのか」あるいは「えせの同和

やないのか」「暴力団か」というような、そういっ

た照会の電話も非常に多うございます。ここ一、

二年の傾向は、自分の企業の約款に暴排条項を

盛り込みたいんだけど、どうすればいいんでしょ

うかというような、こういった非常に積極的な

相談もございます。そこに弁護士も２人、外部

の委員としてお願いしておりますけども、金銭

トラブルあるいは家庭内の暴力のことも来たり、

それは、その都度で関係課に引き継いでおるわ

けでございます。

したがいまして、この225は落ち着いた数字

じゃなくて、その幅にあるのかな。もっとふえ

てもいいんじゃないのかなって思ってるのが、

センターの考え方ではございます。

○髙橋委員 わかりました。５年の平均で、そ

れに警察の考え方として、恐らくいろいろと潜

んでる分があるよと、だから300ぐらいに設定を

して取り組んでるということで、よくわかりま

した。

その下にある研修会なんかは、結構参加して

もらったほうがいいわけですから、ある意味で

は、こういったとこにまた力を入れていただい

て、暴力の件数が１件でも少なくなるように、

今後ともよろしくお願いします。以上です。

○西村委員長 ほかにないでしょうか。

○押川委員 161ページの収支予算書、今、髙橋

委員からもありましたけども、この経常費用の

中の事業費と管理費の中のこの見方、これは同

じ経費で見るのかなと思うんですけど、ちょっ

ともう一度。事業費と管理費のあり方。

○武田刑事部長 公益法人の認可の基準が、事

業費50％、管理費50％ということで、これをク

リアして公益法人の認定を23年にいただいたわ

けでございますけども。どうも今までの実績を

見てみても、さらに事業費がいい方向でありま

して、７割が事業費、管理費が３割ということ

で、非常に事業に多くつぎ込まれているところ

でございます。

したがいまして、この指標を見ましても、管

理費が、目標は30であるのに対して、25年度

は19.6ということで、もっと事業費に回せたと

いう結果になるので、この30％というのはさら

にいい134.7％ですよという見方をするわけでご

ざいますけども。例えば、県費の901万は全て事

業費にしか回せないとかいうようなやつも、そ

れぞれに規定があるわけでございますけども、

いろんな活動の事業費にさらに回していけるよ

うに努力したいというふうに考えております。

○押川委員 事業費、管理費それぞれにある賃

借料等については、案分で支出をすると理解し

ていいんですか。わかりました。

それから、先ほど徳重議員から出たんですが、

損害賠償額を定めることについての件でありま

すが、同じ人が、例えば２回以上とか、そういっ

たことはないんでしょうか。

○水野警務部長 済みません。御説明がちょっ

と足りなかった部分があったと思いますけども。

過去からどこまでさかのぼるかによりますけ

れども、平成22年からさかのぼったデータであ

れば手元にございますので、それを御紹介させ

ていただければと思います。

22年１月から平成26年７月末現在までの間で

の交通事故、複数回起こした者は何人いるのか

という御質問かと思います。

２回起こした者が31名おります。３回起こし

た者が２人おります。４回起こした者が１人お

ります。これにつきましては、指導教養をしっ
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かりしとるところでございますけれども、複数

回起こすということは指導教養が足りてないの

ではないかという御指摘かと思いますので、そ

ういったことがないように、今後も引き続き気

を引き締めてまいりたいと思います。以上です。

○押川委員 そういうことを何回も繰り返され

るという方は、上司の方々の指導なり取り組み

に対して、やはり集中が少ないのかなという気

がするんです。残念なことだというふうに思い

ますので、これ以上言いませんけれども、やは

り何回もというのはちょっといかがなもんかな

と思いますし、軽微だからということで、私用

と公用の認識、こういったものが若干欠落して

いるのかなというふうに思います。今後も、県

警本部もそうでありますけども、署を初め、そ

れぞれの部課の中で徹底して、そういう啓蒙と

いうのが必要なのかなというふうに思いますの

で、これはもう要望にしますけども、よろしく

お願いしておきたいと思います。

○西村委員長 ほかにないでしょうか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○西村委員長 なければ、次に、その他の報告

事項に関する説明を求めます。

○山内生活安全部長 少年非行等の現況と対策

について、お手元の配付資料等に基づいて御説

明申し上げます。

まず、資料の項目１、犯罪少年の（１）刑法

犯少年の検挙状況についてでございます。

刑法犯少年とは、刑法の罪を犯した14歳以上20

歳未満の少年でございますが、検挙人員は、全

国、県内とも平成17年以降、減少傾向にあり、

昨年は全国で５万6,469人でございました。

また、本県では444人と、過去14年の中でも最

多でありました平成17年の1,157人と比較いたし

ますと、４割程度に減少しております。

資料の表にはございませんが、昨年、窃盗事

件で検挙した少年は、444人中の278人で、刑法

犯少年全体の約63％を占めておりまして、少年

犯罪の中で窃盗が最も高い比率となっておりま

す。

次に、（２）の特別法犯少年の検挙状況につい

てでございます。

特別法犯少年とは、特別法の罪を犯した14歳

以上20歳未満の少年でございますが、全国では

平成23年をピークに減少傾向にございまして、

昨年は5,830人でございました。

本県では、平成17年から20人台で推移してお

りましたけれども、平成24年と25年は増加して

おりまして、昨年は67人と突出しております。

67人の内容を見ますと、にせの110番通報を

行った虚偽申告などでの検挙が45人、港などの

防波堤、こういったものの禁止区域侵入の検挙

が14人など、いわゆる軽犯罪法違反の検挙が61

人となっております。

次に、項目２の触法少年の補導状況について

でございます。

触法少年とは、14歳に満たないで刑法犯や特

別法犯にふれる行為を行った少年のことでござ

います。

この触法少年のうち、刑法犯にふれる行為を

行った少年の補導人員につきましては、全国的

には減少傾向にありますが、本県におきまして

は、平成17年以降、100人前後で推移しておりま

した。しかしながら、平成24年が157人、平成25

年が149人と、この２年間、高どまりの状況にご

ざいまして、非行の低年齢化が懸念されるとこ

ろでございます。

次に、項目３の不良行為少年の補導状況につ

いてでございます。

不良行為少年とは、犯罪少年や触法少年には



- 16 -

平成26年９月18日(木)

該当しないものの、喫煙や飲酒、深夜徘徊といっ

た不良行為を行った少年のことでございます。

県内におきましては、平成17年から平成23年

まで減少傾向にございましたが、平成24年、25

年と若干増加しております。

増加した要因につきましては、非行少年の低

年齢化が認められますことから、積極的な街頭

補導を実施している結果ではないかと分析をし

ております。

本年上半期における少年非行の特異な事例と

いたしましては、宮崎市内におきまして、暴走

行為をした高校生を含む少年16人を道路交通法

違反、共同危険行為の禁止でございましたけど

も、これで逮捕・検挙をした事件、それから、

都城市内におきまして、自動販売機から現金を

盗んだ窃盗事件などで、中学生等16人を逮捕・

検挙した事件などの事例がございます。

この２つの事例にも見られますように、近年、

少年非行の低年齢化と集団化が懸念されるとこ

ろでございます。

以上、御説明いたしました少年非行の現状を

踏まえた上で、警察が取り組んでおります主な

少年非行防止対策について、項目４に基づき御

説明いたします。

まず、（１）の教育機関との連携についてでご

ざいます。

本県では、少年非行の７割を中・高校生が占

めておりますことから、県内の公立学校と学校

・警察相互連絡制度、それから私立の中・高等

学校とひむかっ子健全育成サポート制度をそれ

ぞれ運用いたしておりまして、相互に情報共有

を図っているところでございます。

また、スクールサポーターとして警察官のＯ

Ｂ６人を採用いたしまして、本部と４警察署に

配置して、問題を抱える児童生徒や保護者、あ

るいは学校関係者、こういった方々への指導助

言等を行って問題解決を図るなど、少年の非行

防止のための幅広い活動を行っております。

スクールサポーターの効果的な具体的事例と

いたしましては、不登校や無断外泊を繰り返し

ておりました生徒とその保護者に対しまして、

学校と連携しながら指導助言を継続的に行いま

した結果、不登校や無断外泊が解消されるよう

になりまして、さらには、今春には本人が希望

する高校に合格するという事例もございました。

このように、スクールサポーターの活動に対

して、県内の各教育委員会や学校から高い信頼

と評価を得ているところでありまして、さらな

る体制の充実を求められているところでござい

ます。

次に、（２）の規範意識の醸成についてでござ

います。

少年非行の中で、本格的な非行への入り口に

もなり得る自転車盗や万引きなどの初発型非行

が、全体の約７割を占めております。

そこで、警察では、このような初発型非行の

防止を図るため、学校と連携しながら、教師と

警察職員がパネルや寸劇を交えながら共同して

事業を進めるティーム・ティーチング方式を取

り入れた非行防止教室を開催しておりまして、

少年の規範意識を高める活動を行っているとこ

でございます。

昨年は、延べ273校におきまして、５万1,000

人を超える児童生徒を対象に実施いたしました。

また、この非行防止教室の際には、薬物の危

険性や有害性について理解を深める薬物乱用防

止教室もあわせて開催しております。

次に、（３）の再非行防止対策についてでござ

います。

警察では、検挙したり、補導した少年の再非
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行を防止するために、現在、少年に手を差し伸

べる立ち直り支援活動に重点的に取り組んでお

ります。

この支援活動は、過去に非行少年として取り

扱いがあり、かつ再非行の恐れのある少年を、

保護者の同意を得た上で、警察署長が支援対象

少年に指定し、担当の警察職員が継続的な訪問

あるいは電話等による助言指導を積極的に行い

まして、その立ち直りを支援するものでござい

ます。

昨年は、支援対象少年72人に対しまして、811

回の支援を実施しております。

また、この支援活動の一環として、平成24年

度からは県費予算をいただきまして、「少年に手

を差し伸べる立ち直り支援事業」を推進してお

ります。

この事業は、支援対象少年を農業体験や奉仕

活動等に参加させることにより、社会の一員と

しての自覚や規範意識の醸成を図るものでござ

います。

具体的には、支援対象少年が、警察職員や少

年警察ボランティア、あるいは少年の保護者と

一緒に、農業体験や調理体験あるいは河川や公

園等の清掃活動、こういったものを行います。

そして、これらの活動を通じて、少年が抱え

ている疎外感の解消や生活意欲の改善を図ろう

とするものでございます。

この事業は、毎月１回開催しておりますけれ

ども、昨年度は45人を対象に実施したところで

ございます。

これらの活動に参加した少年からは、「農家の

人も大変だと思うと同時に、感謝の気持ちが出

てきた」といった感想が聞かれております。

また、保護者からは、「子供に笑顔が出てきた。

参加してよかった」といったような反響もござ

いまして、一応の成果が出ているものと考えて

いるところでございます。

今後とも、一人でも多くの少年が非行から立

ち直ることを期待しながら、この事業を継続し

てまいりたいと考えております。

次に、項目５の少年の保護対策についてでご

ざいます。

まず、（１）のインターネット利用による福祉

犯対策についてでございます。

近年、全国的には、インターネットを利用し

た女子児童が被害に遭う福祉犯の増加や、少女

の性を売り物とする営業の出現等、少年を取り

巻くさまざまな課題が存在しております。

昨年、県内におきましても、インターネット

利用による青少年健全育成条例違反、児童買春

・児童ポルノ法違反等の福祉犯や強制わいせつ

の罪で17件17人を検挙し、17人の被害児童を保

護したところでございます。

今後とも、インターネット利用等の福祉犯に

つきましては、徹底的に検挙し、被害児童の保

護対策を進めてまいりたいと考えております。

次に、（２）の少年を取り巻く有害環境の浄化

対策についてであります。

警察では、検挙と並行して、インターネット

利用による少年の犯罪被害の防止を図るため、

少年及び被害者を対象として、学校等におきま

して、非行防止教室のほか、サイバーセキュリ

ティーカレッジを開催しております。

サイバーセキュリティーカレッジとは、小・

中・高校生やその保護者、教職員、大学生、こ

ういった方々を主な対象に、インターネットや

スマートフォン等の危険性あるいは犯罪被害に

遭わないための対処方法など、情報セキュリティ

に対する意識の向上等を目的として、警察職員

が行う出前形式の講演活動のことでございます。
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昨年は、合計194回、約３万6,750人を対象に開

催しております。

また、携帯電話のフィルタリング導入につき

ましては、リーフレットを作成した上で、中学

校に入学あるいは卒業する生徒の保護者に配布

いたしまして意識啓発を行っておるほか、携帯

電話販売事業者に対してもフィルタリング普及

の徹底を継続して働きかけているところでござ

います。

最後に、資料にはございませんが、不良行為

少年対策についてでございます。

不良行為については、非行に移行する前兆と

もいえますことから、早期の対応が必要なため、

少年警察ボランティアと連携しながら、昨年は

県下で974回の街頭における少年補導活動を行う

など、初期的段階での少年非行防止対策を積極

的に推進しているところでございます。

委員の皆様には、青少年の健全育成に向けて

の警察活動に、一層の御指導・御支援、そして

御理解を賜りますようお願い申し上げます。以

上でございます。

○西村委員長 その他の報告事項に関する執行

部の説明が終わりました。

その他の報告事項についての質疑はございま

せんか。

○押川委員 少年非行の防止対策の中で、スク

ールサポーター配置６名ということでした。こ

の方の身分というんですか、これはどういう方

々が６名指名されてるんですか。警察官でいい

んですか。

○山内生活安全部長 スクールサポーター、現

在、警察官ＯＢの方でございまして、身分とし

ては非常勤の公務員になっております。特別職

の公務員ということです。

○押川委員 そこで、本部が４名、警察署で２

名ですか。

○山内生活安全部長 本部の少年課に２名、そ

れから警察署が４名でございまして、警察署は、

具体的には※宮崎北警察署、都城警察署、日向警

察署、延岡警察署に配置しております。

○押川委員 その方が、警察署等で配置できて

ないところには応援に行かれるか、そういうこ

とになってくるわけですね。

○山内生活安全部長 そのとおりでございます。

ブロック別に活動しておりまして、例えば都城

警察署のスクールサポーターは、えびのまでカ

バーしております。

○押川委員 ひむかっ子健全育成サポート制

度っていうのはどういう内容のものか、ちょっ

と教えてください。

○津端少年課長 ひむかっ子の関係につきまし

ては、私立高校との情報交換の制度というよう

な形になります。公立高校と私立高校につきま

しては、県の主管課が違いますので、一応、分

けた上での制度、これを設けております。

○押川委員 大体わかりましたが、県立と私立

と分けられて、同じ方々がこのサポート制度の

中での指導なり協議あたりもされていくという

ことでいいんですか。そして、非行に対する全

県の中での対策を組まれるということになるん

でしょうか。

○山内生活安全部長 今、少年課長のほうから

申し上げましたように、対象が公立学校と私立

学校とが違うということだけで、対応する警察

のほうは同じでございます。

○押川委員 そのような対策を打っていただき

ながら、先ほど、犯罪少年から１、２、３につ

いての説明があって、対策の効果があるところ

と、やはり目が届かなくてふえてる案件とかあ

※20ページに発言訂正あり
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るわけでありますけども、それぞれの捉え方と

いうのは、減ったとこは減ったなりにそれだけ

検挙率は高くなってるわけだから、そういう取

り組みがされたのか。あるいは、増加してると

こについては、皆さん方が対策はされるけども、

そういう事案というのが多くなってきてるのか

という分析あたりはどのようにされてるでしょ

うか。

○山内生活安全部長 お手元の資料の中で、刑

法犯の少年あたりは年々減少傾向にございます。

そして、逆に、触法少年あるいは不良行為少年、

こちらは24年、25年と増加してございますが、

この辺の考え方ですけども、刑法犯少年全体の

減少傾向というのは、平成14年が全国的にも、

また本県も刑法犯の認知件数は最多でございま

した。全国で285万件、宮崎で１万7,703件とい

う、そのままいくと犯罪国家になってしまうよ

うな危機的状況にあったわけですけども、これ

ではいけないということで、いろいろな犯罪抑

止対策を進めてまいりました。

その結果、昨年の刑法犯認知件数は7,997件と

いうことで半減以下ですけども、そういうふう

に、いろいろな犯罪抑止対策をとってまいりま

した。その中で、特に刑法犯の認知件数の中で、

窃盗犯というのが８割を占めておりまして、こ

れを何とか叩く必要があるということで対策を

とってまいりました。特に、少年がかかわる犯

罪、自転車盗でございますとか、万引きでござ

いますとか、こういったところが非常に大きな

ボリュームでしたので、この対策をしっかりとっ

てきた結果が、全体の抑止につながったのと、

少年の非行の減少にもつながっていったという

ことではないかというふうに考えております。

もう一つ、触法少年と不良行為少年、こちら

のほうは先ほども申し上げましたけども、最近、

低年齢化の傾向が見られましたんで、一昨年、24

年、25年と少年補導のほうにも力を入れまして、

少年も検挙をやろうということでやっておりま

して、その少年補導等に対する活動が数字とし

てあらわれてきてるのかなという気がしており

ます。以上です。

○押川委員 ありがとうございました。

最後にしますけども、再非行防止対策の中で、

農業体験、奉仕作業等の活動ということで、こ

れはいいことだなと思うんですが、この農業体

験、その農家あたりはどのような形で受け入れ

を頼まれるのか。そういう何かがあるんだろう

というふうに思いますが、この奉仕作業の河川

関係においても、やっぱりどこかにそういうお

願いをして了解をしていかないと、河川は県土

整備部あたりが持っておるわけですから、そこ

あたりとの連携というのはどのようにされてる

んでしょう。

○山内生活安全部長 農業体験につきましては、

少年補導員の方が農地を持っていらっしゃいま

して、当初24年度に始めたときには、農地の賃

借料といったのも予定しとったんですけども、

篤志で農地を提供するとおっしゃっていただき

まして、現在はその方のボランティアとして農

地を提供していただいてやっております。

ただ、苗代とか、それから謝金、こういった

ことはきちっと予算でいただいてるということ

でございます。

また、清掃活動等につきましても、付近の公

園でございます。河川敷とか、そういったとこ

ろの清掃活動を一緒になってやってるという状

況でございます。

○押川委員 ありがとうございました。できる

だけそういうことで、再非行がないような形の

中で、また努力していただきますようにお願い
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しときたいと思います。ありがとうございまし

た。

○山内生活安全部長 済みません。先ほど質問

の中で、サポーターの配置で、私、宮崎北警察

署と申し上げましたけど、宮崎南警察署でござ

います。誤っておりました。訂正させていただ

きます。

○西村委員長 ほかにないでしょうか。

○髙橋委員 子供の件数については、いわゆる

人口減少じゃないですか。団塊の世代なんて、

たしか300万人同級生がいたと思うんです。

今、100万ですよね。宮崎県内にしても、ひとこ

ろは２万人ぐらいいたのが、今１万じゃないで

すか。できれば、比率とかという数字も今後出

していただくと。子供に対する不良少年の数と

か、そういったのが今後必要になってくるかな

と思いますから。きょうはいいです。要望しと

きますけども、今後検討いただくとありがたい

と思います。

○山内生活安全部長 ただいまの比率の問題で

ございます。

宮崎県でございますが、先ほど、刑法犯444名、

それから触法少年149名と申し上げましたけど

も、合計で593名でございます。宮崎県の少年人

口、これは24年の３月の集計でございますが、11

万3,425人となっておりまして、少年に占める刑

法犯少年と触法少年の比率は5.23％というふう

になっております。全国では5.79％でございま

すので、全国平均よりは若干下回っておるとい

うことでございます。

○髙橋委員 ありがとうございます。また今後

よろしくお願いします。

○山下委員 少年犯罪の低年齢化ということが、

今、大きな社会問題になってると思うんですが、

以前は万引きとか特徴的なものがあったと思う

んですが、万引きとかそういうものも低年齢化

してるのか。少年たちの今の犯罪状況ってのは

どういう状況か、ちょっと教えてください。ひっ

たくりとかあると思うんですけど。

○山内生活安全部長 初発型非行の中で、万引

きは一番多い犯罪ではあるんですけども、現在

の万引きの検挙件数を見ますと、少年層よりも

高齢者層のほうが、二、三年前から逆転してお

りまして、現在は高齢者のほうが多いという状

況になっております。

○西村委員長 今、山下議員が伺ってるのは、

万引きだけではなくて、犯罪の低年齢化におけ

る、低年齢化してる内訳です。

○山下委員 特徴的な少年犯罪の中で、万引きっ

ていうのがどれぐらいの件数があるのか。

○山内生活安全部長 万引きで捉えますと、万

引きは136件ございまして、そのうち中学生が42

件、それから高校生が58人となっております。

万引きとか自転車盗、オートバイ、こういった

ものを全て合わせまして311人でございますが、

中学生では105人、33.8％、それから高校生が141

人、45.3％、両方で78％ということで、中学生、

高校生ではこういった罪種が占めておるという

ことになります。

○山下委員 万引きのやり方だろうと思うんで

すが、ちょっと教えてください。スーパーとか

デパートとかコンビニとか、いろいろあろうと

思うんですが、デパート関係に行くと、そうい

う職員の方がおられて万引きの現場を押さえる

とか何とかっていうのがあると思うんですが、

一番摘発されてるのはどういう状況、どういう

場所ですか。やっぱりスーパーですか。コンビ

ニですか。

○津端少年課長 少年の万引きの検挙の経緯に

つきましては、店舗側からの連絡がほとんどに
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なっております。

○山下委員 低年齢化と同時に、少年犯罪の初

犯というのは一番万引きぐらいかなと思うんで

す。やっぱり、これが一番大きな犯罪行為につ

ながっていくと思うんで、しっかりそういう防

犯、その辺をまた頑張っていただくとありがた

いと思いまして、よろしくお願いいたします。

○西村委員長 ほかにありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○西村委員長 それでは、その他で何かありま

せんでしょうか。

○山下委員 ちょっと教えてください。

先ほど、警察官の事故等もかなり発生してる

ということなんですけども、ことしの交通事故

の発生状況等はどうなってるのか、ちょっと教

えていただくとありがたいと思います。

○鳥井交通部長 ことしの交通事故の発生状況

ということで、御説明させていただきます。

昨年と比較しますと、けがの出る、いわゆる

人身事故というのは、昨年１万458件、負傷者が

１万2,000人、けがの出ない物損事故というのは

２万3,000件発生しておりました。

ことしの特徴なんですけども、人身事故、物

損事故、負傷者ともに、いろんな対策が功を奏

したのか、減少傾向を示しております。

ただ、残念といいますか、重く受けとめてお

りますのは、昨年１年間、交通事故で59人亡く

なられたんですけども、ことしは人身事故とか

負傷者、物損事故が減少を続ける中で、どうし

ても死亡事故だけに歯どめがかかっていないと

いう厳しい現状がございます。

昨日現在で、38件、39人の方が亡くなられて

おるというような状況がございまして、特に死

亡事故を分析してみますと、昨年は59人亡くなっ

て、33件、33人の方が夜間に亡くなられてるん

ですけども、ことしはこの現象が逆転しまし

て、38件、39人亡くなられて、夜間の事故とい

うのは12件、12人で約３割。ことしの死亡事故

は、７割が昼間といいますか、日の出から日没

までの間に発生しておると。

去年は59人になっておりますけども、ペース

的には、昨年と同時期に比べますと５件、６人

の増加ということで、交通警察に身を置く者と

して、非常に重く受けとめてるところでござい

ます。

死亡事故の形態も、去年、高齢者が多いとい

うことが言われましたけども、去年33人、こと

しも39人のうちの６割は高齢者でございます。

また、高齢者のうち、65歳以上を高齢者という

ことにしてますけども、７割は75歳以上の後期

高齢者ということで、高齢者対策というのは今

後も非常に不可欠というふうに判断し、大きな

課題かなというふうに思ってるところでござい

ます。これから秋口を迎えまして、薄暮時の事

故がふえてくる、死亡事故もふえるんじゃない

かということで、現在、９月12日から80日作戦

ということで、県下警察署で取り組んでおると

ころです。

また、運転者側に対しては、依然として事故

の７割が前方不注視、安全不確認等のてげてげ

運転において発生してますので、ドライバーに

対しても緊張感を持たせる対策、これを講じて

いきたいというふうに考えてるところでござい

ます。以上でございます。

○山下委員 なかなか死亡者も減らないという

ことで、非常に残念な結果なんですけども。

私たち、以前は法令講習というのが地域であ

りました。必ず受けないと、免許更新のときに

いろいろ不都合があるとか、厳しい警察の指導

があるんだとかそういうことがあって、私たち
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も若いときから、忙しくても法令講習は必ず、

年に１回か２回だったと思うんですけど、地域

の体育館に老若男女みんな集まって受けてたと

思うんですが。

交通法規はそんなに変わらないんでしょうけ

ども、私たちも免許更新のときしか法令講習を

受けることがないもんですから、例えば道路交

通法が変わってることを知らないことが多いん

です。今、そういう法規の徹底とか法令講習と

いうのは、どういう形で徹底した公示をされて

るのか、昔みたいなやり方があるのかどうか、

ちょっとそこ辺をお知らせいただけたら。

○鳥井交通部長 今、議員のほうから質問のあ

りました法令講習。以前は地区単位、公民館単

位といいますか、法令講習というのは非常に活

発に行われていた。今でも、公民館長さんとか

地域で熱心なところは、法令講習をお願いしま

すということで、幾つかは残ってるんですが。

定期的に全ての地区をやるというのは、要望等

が年々少なくなってきたというのは言葉的に語

弊がございますけども、以前は非常に活発に行

われたんですが、今は非常にそういう要望が

─今でも、熱心なところは警察官が出向いて

やっておるところです。たしかに、さらにいろ

んな法律が変わっておるということで、免許更

新の３年、５年の範囲の中でやる以外にも、安

全運転管理者講習とかいろんなキャンペーン等

の場をもちまして、周知徹底には努めておると

ころではございます。以上です。

○山下委員 交通事故が多発すると、取り締ま

り月間とかいろんな指令が出て、取り締まりを

強化されます。

私は、やっぱり取り締まりを強化するだけで

なくて、日ごろの認識だろうと思うんです。警

察官の事故等についても、さっきの説明を聞い

てると、安全確認という、警察官でもこういう

初歩的なミスがあるのかなと、そんな思いで説

明を聞いたんですけど、やっぱり常日ごろの認

識をどう高めるかだろうと思うんです。以前み

たいな法令講習があると、私たちってのは、法

令講習を受けることによって、警察官の説明と

ビデオか何かやってましたよね。そういう場面

を見ることによって、事故に対する怖さやら認

識というのを、以前は得てたような気がするん

です。そういう場面というのは、もう今、全然

私たちもないもんですから。優良運転者だった

ら５年に１回の免許更新です。そのときしか、

そういうものにふれることがないと。事故がな

かなか少なくならない、そして大事な命が奪わ

れるということであれば、やっぱりもうちょっ

とそこら辺の意識啓発のやり方が検討できない

のか、そのことをちょっとお聞きしたいと思う

んですけど。

○鳥井交通部長 御指摘のとおりでございまし

て、交通事故をなくすためには、我々警察官も

含めてそうなんですけども、取り締まりだけじゃ

なくて、県民一人一人にいかに浸透させるか、

これは永遠のテーマでございます。

法令講習以外でも、例えば今月は敬老の日と

かありましたけども、地区にはこちらから出向

いていって高齢者対策を進めないといけないと

いうことで、いろんな機会を捉えて、各警察署、

企画安全係のほうで、そういう講習等の場に派

遣しておるところです。我々警察官のマンパワ

ーにも限界がございますので、その辺を浸透さ

せる方策はないかということで、県も含めて、

自治体、関係機関、もうちょっと連携とり合っ

て、具体的な方策というのを見出していきたい

というふうには考えております。

○山下委員 よろしくお願いします。
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○西村委員長 そのほか、何かないでしょうか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○西村委員長 ないようですので、以上をもち

まして警察本部を終了いたします。

執行部の皆様、お疲れさまでした。

暫時休憩をいたします。

午前11時38分休憩

午前11時42分再開

○西村委員長 委員会を再開いたします。

報告事項につきまして、局長の説明を求めま

す。

○四本企業局長 説明に入ります前に、一言御

礼を申し上げます。

先月28日に行いました日南ダム発電所の起工

式には、西村委員長及び地元選出の髙橋委員に

御臨席を賜り、まことにありがとうございます。

詳細につきましては、後ほど御説明いたしま

すけれども、日南ダム発電所は、既設の治水ダ

ムを発電に活用する県内初の取り組みでありま

して、企業局としては、今後ともこのような未

利用エネルギーの活用に取り組んでまいりたい

と考えておりますので、引き続き、委員の皆様

には御指導、御支援を賜りますようよろしくお

願いを申し上げます。

さて、本日御報告いたします項目につきまし

て説明をさせていただきます。

お手元に配付しております文教警察企業常任

委員会資料の目次をお開きください。

企業局では議案はございませんが、提出報告

書関係が２件、その他報告事項が３件の合計５

件でございます。

まず、Ⅰの提出報告書関係の２件についてで

あります。

１つ目は、宮崎県公営企業会計電気事業の継

続費に係る事業について、地方公営企業法施行

令第18条の２第２項の規定により精算報告を行

うもので、平成24年度から25年度にわたって実

施しました立花発電所入口弁取替工事について

御報告させていただきます。

２つ目は、県が出資している法人等の経営状

況につきまして、地方自治法第243条の３第２項

及び宮崎県の出資法人等への関与事項を定める

条例第４条第３項の規定に基づきまして、企業

局が出資しております一般財団法人一ツ瀬川県

民スポーツセンターの経営状況等について御報

告するものであります。

次に、Ⅱのその他報告事項についてでありま

すが、１つ目は、日南ダム発電所の着工につい

て、２つ目は、岩瀬川発電所において実施しま

した発電所施設見学ツアーについて、３つ目は、

今年度における供給電力量の状況について御報

告させていただきます。

私からは以上でございますが、詳細につきま

しては、担当課長から説明をさせますので、よ

ろしく御審議のほどをお願いいたします。

○沼口総務課長 それでは、平成25年度宮崎県

公営企業会計の電気事業に係る継続費の精算報

告につきまして御説明をいたします。

委員会資料の１ページをお願い申し上げます。

対象工事は、立花発電所入口弁取替工事でご

ざいます。

まず、１の工事概要でありますが、この工事

は、立花発電所の水車入口弁につきまして、経

過年数が50年に達し漏水がふえるなど老朽化が

進んでいることから、機能維持のため、平成24

年度から25年度にわたって継続費を設定いたし

まして、取りかえ工事を行ったものでございま

す。

２の工事内容といたしましては、入口弁の取
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りかえでありまして、工事期間は３のとおり、

平成25年１月11日から平成26年３月20日までの

約15カ月間でございます。

下のほうに写真がございますが、左側が取り

かえ後の入口弁の外観でございます。右側は弁

の内部ということになりますが、上段のほうが

取りかえ前の、これは蝶型弁という弁でござい

まして、蝶型弁という種類のものから、取りか

え後は、下の段の複葉弁という弁に取りかえた

ということでございまして、複葉弁につきまし

ては、より損失の少ないものであるということ

でございます。

４の工事費用の詳細につきましては、お手元

の平成26年９月定例県議会報告書の７ページの

ほうなんですけれども、青色のインデックスで

別紙２と表示しているところをごらんいただき

たいと思います。

立花発電所入口弁取替工事の継続費精算報告

書であります。

１つ目の、（款）事業費（項）営業費用は、既

設の入口弁の撤去に要した費用でございまして、

全体計画の欄の年割額欄の一番下、計の欄にな

りますが、総額329万9,000円の計画に対しまし

て、表の中ほどの実績欄の支払義務発生額欄の

一番下、計の欄になりますが、実績256万5,000

円余となります。

次に、（款）資本的支出（項）建設改良費は、

入口弁の製作、据えつけ工事に要した費用で、

全体計画欄の年割額欄の一番下、計の欄になり

ますが、総額１億8,746万5,000円の計画に対し

まして、表の中ほどでございますが、実績欄の

支払義務発生額欄の一番下、計の欄になります

が、実績１億2,973万4,000円余となりました。

継続費の精算につきましては、以上でござい

ます。

○喜田経営企画監 それでは、県が出資してい

る法人等の経営状況について報告いたします。

お手元にあります平成26年９月定例県議会提

出報告書（県が出資している法人等の経営状況

について）の143ページをお開きください。

一般財団法人一ツ瀬川県民スポーツセンター

平成25年度事業報告書であります。

まず、１の事業概要でございます。

当法人は、一ツ瀬川県民スポーツレクリエー

ション施設の指定管理者として、平成21年４月

１日から平成26年３月31日までの５年間の指定

を受け、ゴルフ場の管理運営を行ってきたとこ

ろであります。

なお、当法人は、平成26年４月１日から引き

続き５年間、指定管理者として、当施設の管理

運営を行うことになっております。

また、公益法人制度改革により、平成24年４

月１日に一般財団法人に移行したことから、公

益目的支出計画に基づく事業も実施しておりま

す。

この公益目的支出計画といいますのは、これ

までに受けた寄附などの財産を公益の目的のた

めに消費していく計画のことでありまして、当

法人の場合は、基本財産を県と新富町に計画的

に寄附していくということで一般財団法人とし

ての認可を受けております。

次の、２の事業実績ですが、（１）一ツ瀬川県

民スポーツレクリエーション施設の指定管理業

務でございますが、事業費が１億827万3,000円

となっております。

また、事業実績といたしましては、ゴルフコ

ースの利用者数が３万2,714人、主催コンペの開

催が181回、参加者数が１万6,417人、ゴルフカ

ートの貸出者数が２万7,552人、レストランの利

用者数が２万5,213人などとなっております。
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（２）の公益目的支出計画の実施に係る事業

費は100万円で、県と新富町にそれぞれ70万円、30

万円の特定寄附を実施しております。

144ページからの経営状況の詳細につきまして

は、後ほど説明いたします経営評価報告書と重

複しますので、ここでは省略させていただきま

して、先に今年度の事業計画について説明いた

します。

148ページの平成26年度事業計画書をお開きく

ださい。

１の事業概要は、平成25年度と同様でありま

す。

２の事業計画でありますが、（１）の指定管理

業務に係る事業費は１億1,243万7,000円で、事

業内容につきましては、平成25年度と同様であ

りますが、ゴルフコースの目標利用者数を３

万3,500人、主催コンペの目標参加者数を１

万6,450人に設定しております。いずれの目標利

用者数についても、当法人が近年の利用者数の

動向を踏まえ設定した数字であります。

なお、（２）の公益目的支出計画の実施につき

ましては、前年度と同様、県と新富町に合計100

万円を寄附する内容となっております。

149ページの収支予算書をごらんください。

収入の合計は１億1,400万2,000円で、ゴルフ

コースの利用料収入、カートの使用料、レスト

ランの売り上げなどが主な収入となっておりま

す。

前年度より144万7,000円の減収となっており

ますのは、近年の利用者数の動向や客単価の低

下を考慮し、目標利用者数を全年度より低く設

定しているためです。

支出の合計は１億1,263万7,000円で、前年度

より149万円の減となっておりますが、指定管理

者の募集条件の見直しにより、企業局納付金が

減額になったことなどによるものであります。

その結果、下から３段目の当期収支差額にあ

りますように、ほぼ前年並みとなる136万5,000

円の利益を見込んでおります。

次に、205ページをお開きください。

宮崎県出資法人等経営評価報告書について御

説明いたします。

まず、当法人の概要ですが、中ほどにありま

すとおり、設立は平成元年11月18日で、総出資

額は800万円、うち県の出資額が560万円で、出

資比率は70％となっております。

次に、県の関与の状況のうち、人的支援です

が、役員数５名のうち、県退職者は非常勤役員

１名となっており、その下の職員数10名は、全

てプロパーの職員であります。

その下の、財政支出等につきましては、該当

ありません。

その下の、主な県財政支出の内容につきまし

ても該当ありません。

その下の、実施事業につきましては、先ほど

の内容と同様でございます。

その下の、活動指標でありますが、ゴルフ場

の利用者数は、目標値３万7,500人に対し、実績

値３万2,714人で、達成度は87.2％となりました。

また、②主催コンペの年間参加者数は、目標

値１万7,800人に対し、実績値が１万6,417人で、

達成度は92.2％となりました。

一番下の欄にありますように、これまでの実

績を勘案して、ゴルフ場利用者数及びコンペ参

加者の目標値を平成26年度から見直しておりま

す。

続きまして、206ページをお開きください。一

番上の財務状況であります。

まず、左側の正味財産増減計算書について御

説明いたします。平成25年度の欄をごらんくだ
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さい。

一番上の経常収益は１億1,029万5,000円、そ

の下の経常費用は１億827万3,000円で、差し引

きの当期経常増減額は202万2,000円となりまし

た。これから、その下の当期経常外費用増減額15

万1,000円と差し引いた当期一般正味財産増減額

は187万1,000円となりました。

一般正味財産の期首残高が184万3,000円あり

ましたので、期末残高は371万4,000円となって

おります。

当期指定正味財産増減額は、平成25年度も特

定寄附を実施したため、マイナス100万円となり、

指定正味財産期末残高は800万円となりました。

その結果、一般正味財産と指定正味財産を合わ

せた正味財産期末残高は1,171万4,000円となっ

ております。

次に、右側の貸借対照表を御説明いたします。

平成25年度の欄をごらんください。

資産は2,423万2,000円で、内訳は普通預金な

どの流動資産が1,520万1,000円、定期預金、機

械装置などの固定資産が903万1,000円でありま

す。

次の、負債は1,251万8,000円で、未払金、預

かり金などの流動負債のみです。

資産から負債を差し引いた正味財産は1,171

万4,000円で、内訳は、指定正味財産が800万円、

一般正味財産が371万4,000円となっております。

その下の財務指標でありますが、①利用料金

収入は、目標値7,805万円に対し、実績値7,378

万8,000円となり、達成度は94.5％となりました。

人件費は、節減分を評価しておりますので、

達成度は102.1％となっております。

自主事業収入は、目標値3,739万9,000円に対

し、実績値3,513万6,000円となり、達成度は93.9

％となりました。

一番下の総合評価の欄になります。

右側の県の評価ですが、活動内容につきまし

ては、活動指標はいずれも目標を達成していな

いものの、各種コンペを実施し利用者確保に取

り組んだ結果、平成25年度の利用者数が、昨年

度から増加に転じたことについては評価したい

ところであります。引き続き、新規利用者の開

拓等、誘客対策に取り組んでいく必要がありま

す。

財務内容につきましては、平成25年度の収入

が前年度をわずかに下回ったものの、運営経費

の削減に努めた結果、２期連続で単年度収支で

黒字を確保したことは評価できるものの、財政

基盤の安定が引き続き課題となっております。

最後の段落にいきまして、組織運営につきま

しては、適切な人員配置により、効率的に運営

されているものと評価しています。

これらを踏まえまして、４段階評価につきま

しては、その下にございますように、活動内容

はＣ、財務内容はＣ、組織運営はＢとしたとこ

ろであります。

提出報告書関係の説明は以上でございます。

○西村委員長 報告事項に関する説明が終わり

ました。

ここで、お昼になりましたので、休憩を挟み

たいと思います。では、１時５分まで暫時休憩

いたします。

午後０時２分休憩

午後１時５分再開

○西村委員長 委員会を再開いたします。企業

局の説明が終わりました。

質疑はございませんか。

○髙橋委員 事業報告書の関係でお尋ねします。

143ページの特定寄附、これは根拠がいろいろ
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あると思うんですけど、別に迷惑施設じゃない

がなと思いながら、いただくほうは大変ありが

たいお金ですから、その根拠と、増減は当然あ

り得ると思うんですけども、そこら辺を教えて

いただけませんか。

○喜田経営企画監 寄附をしておりますのは、

もともと財団の基本財産は、県が700万、新富町

が300万出資をしたものでございまして、それ

を10年分割で返していくということで、このよ

うに毎年100万円ずつ支払ってるとこでございま

す。

○髙橋委員 だったら、いわゆる期間限定にな

るわけでしょうか。そういう理解をしていいん

でしょうか。

○喜田経営企画監 そうでございます。

○髙橋委員 わかりました。次に行きます。

149ページの企業局納付金の関係で、収支予算

書の下のほうに企業局納付金、指定管理者が納

付するお金のことですが、255万減額になってま

すが、その根拠を教えてください。

○喜田経営企画監 255万減額になっております

のは、これは消費税が５％と８％の関係もござ

いまして、消費税抜きで比べますと300万減額に

なっております。

その理由につきましては、やはり最近のゴル

フ場の利用状況等を踏まえまして、指定管理者

から毎年2,300万プラス消費税を徴収するのは

ちょっと厳しいということで、26年度から、今

回の指定管理者につきましては2,000万に減額し

たことによるものでございます。

○髙橋委員 わかりました。

○西村委員長 ほかにないでしょうか。

○押川委員 １ページの、立花ダムの水車入口

弁は50年ということでありますけど、大体これ

は耐用年数があるんですか。

○山下施設管理課長 一般的に水力発電所の機

械というのは、法定の耐用年数というのがあり

まして、これが22年になっております。

ただ、22年で全ての設備がすぐだめになると

いうわけではございませんので、一つ一つの設

備につきまして老朽化状況を見て、悪くなった

ものを取りかえるということでございまして、

この入口弁につきましては、そこにありますと

おり50年経過して漏水等がふえて老朽化してる

ということで、今回取りかえたものでございま

す。

○押川委員 大体20年から25年ということで、

使える間は使えるということで、たまたま今回

は漏水等があったからかえたということでいい

ですね。わかりました。

この蝶型弁と複葉弁、どっちがいいんですか。

○山下施設管理課長 従来の形は、その上にあ

ります蝶型弁というものを使っておりまして、

これは鋳物製になっております。それで、先ほ

どもちょっと言いましたけれども、今回新しく

しました複葉弁のほうが流れる水に対する抵抗

が小さい、損失が小さいということでこちらの

ほうを採用しております。

それから、価格的にも若干上よりも安いとい

うようなことで、下の複葉弁のほうがすぐれて

いるということになっております。

○押川委員 これからはこういう弁にかえてい

かれるという方向だろうと思いますし、これは

直径がどのくらいあるんですか。

○山下施設管理課長 ここについておりますの

は、直径が1.7メーターでございます。だから、

人間が立って歩けるぐらいの大きさはあります。

○押川委員 ありがとうございました。

それから、144ページ、貸借対照表。流動資産

の中の未収金は、どういうものかちょっと教え
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てください。昨年からすると、175万円ほど減額

になっておるんですが。

○喜田経営企画監 こちらの未収金の内訳は、

ゴルフ場に置いてあります自動販売機の手数料

とか、あとは雑収入です。ポイント発行料とか

印刷物でしょうか、そういうようなものが主な

ものでございます。前年度の未収金との比較で

すが、今手元に数字を持ってませんので、ちょっ

とお時間をいただければ。

○押川委員 いいです。

自動販売機の未収金というのは、どういうも

のが未収金になるんですか。リース代か何かで

すか。

○喜田経営企画監 ゴルフ場の財団法人が、い

ろんなほかの事業者の方に場所をかしておりま

して、その手数料でございます。

○押川委員 わかりました。

下の負債の中の未払い金というものは、1,000

万ぐらいですけど、どういうものがありますか。

○喜田経営企画監 未払い金につきましては、

一番大きなものは企業局に支払っていただきま

す納付金でございまして、これが四半期ごとに

４分の１ずつ、４月15日までに支払っていただ

くということで、３月31日時点では未払い金に

計上されております。

○押川委員 わかりました。

その下の預かり金は何ですか。

○喜田経営企画監 預かり金につきましては、

利用者の皆様からお預かりしたゴルフ場利用税

とか、あとは職員の社会保険料とかでございま

す。

○押川委員 わかりました。

○西村委員長 ほかにないでしょうか。

○髙橋委員 206ページの財務指標のところでお

尋ねします。

人件費の目標値に対して実績値が4,3 8 7

万2,000円で102.1％、圧縮したからよかったと

いう見方をせんといかんとですよね。26年、27

年は4,500万と上げてらっしゃいますけど、客観

的に見てどうなのか、あるいは、どこと比較し

て人件費がどうなのかということも必要なわけ

で。今、人件費が余りにも下がり過ぎることが

問題視されて、上げなさいって政府も言ってる

ぐらいで、だから私も、どうもここがちょっと

疑問符がついて。下げたことに二重丸をつけて

いらっしゃるような表だと思うんです。その考

え方を、いま一度教えていただくとありがたい

です。

○喜田経営企画監 議員おっしゃるとおりだと

私も思っておりますが、これは、評価の方法が、

新宮崎県公社等改革指針に基づき、人件費はこ

の評価の項目に上がっておりまして、その評価

の方法も行政経営課のほうで統一されており、

その関係でなっております。

ただ、趣旨は十分御理解いたしますが、減額

になったのは、実際は給料をカットしたとかそ

ういうことではございませんで、時間外手当と

かが予算に比べて執行残が出たということで、

その分を評価しているというふうに理解してい

ただければと思っております。

○髙橋委員 大変すばらしい答弁をいただきま

した。

基本賃金は生活給ですので、しっかり補償さ

れて、客観的に見て余りにも高ければ、経営を

圧迫してるんであればそれなりに下げんといか

んときもあるでしょうが、ここに目標がいって

人件費を削ることがいいんですよということに

はならないということで理解しましたんで、今

後とも御指導よろしくお願いします。わかりま

した。
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○徳重委員 一つだけお尋ねしときたいと思い

ます。

206ページの総合評価の内容が、活動内容ある

いは財務内容ということですが、Ｃ、Ｃ、Ｂと

いうような形で出てます。私が考えるところ、

精いっぱい努力されてるなというのを感じるわ

けです。ここで、なぜＣなのか。私は、Ｂでも

十分だと思うし、Ａでもいいんじゃないかとい

う気がするんだけど。教えてください。

○喜田経営企画監 活動内容がＣになっており

ますのは、３万7,500人の利用者の目標を掲げて

おり、それに対して実績が３万2,489名と、前年

度よりは増加はしておりますが、やはり大幅に

下回ってるというところでＣをつけざるを得な

かったというところでございます。

財務内容につきましても、上の貸借対照表の

ところに一般正味財産というものがございまし

て、平成25年度でいきますと、財務状況の表の

下から３番目のところ、370万ほどと、やはりこ

のあたりが運転経費等にはまだちょっと不足し

ていると。その上の指定正味財産は、いずれ県

と新富町に返すものですので、このあたりをもっ

と充実させる必要があるということでＣをつけ

させていただいております。

ただ、今年度からは、目標も３万3,500と実現

可能な水準まで下げてまいりましたので、今後

はもっと評価ができるのではないかなと思って

おります。以上でございます。

○徳重委員 御案内のとおり、今、ゴルフ人口

もかなり減ってきておるという現実、どこのゴ

ルフ場も経営が大変厳しいというような状況の

中で、今おっしゃったように、目標をちょっと

下げて、ちゃんと健全経営だという形をつくら

れたほうが、私はいいんじゃないかなと思いま

すんで、よろしくお願いしときたいと思います。

○喜田経営企画監 先ほどちょっとお答えでき

ませんでした平成24年度の未収金でございます

が、これは前年度、特殊な事情がございまして、

財団がゴルフ場の売店とかで使える商品券を発

行しておるんですが、発行してる分を、実際売

り上げがあったときに計上するために、未収金

と計上したものによるものでございます。

○西村委員長 ほかにないでしょうか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○西村委員長 ないようでしたら、次に、その

他の報告事項に関する説明を求めます。

○平松開発企画監 それでは、日南ダム発電所

の着工につきまして報告いたします。

委員会資料の２ページをごらんください。

１の概要にありますように、今まで利用され

ていない水資源を発電に有効に活用するため、

日南ダムにおいて、県内の治水ダムでは初めて

となる水力発電所の建設工事に着手するもので

あります。

工事費は７億7,760万円で、平成28年３月の完

成を予定しております。

固定価格買取制度を利用して売電することと

なります。

２の設備概要としましては、建設場所が日南

ダム直下流の左岸側になります。最大出力は520

キロワット、最大使用水量は１秒間に3.5トン、

年間供給電力量は233万3,000キロワットアワー

で、一般家庭に換算しますと、約650世帯分の年

間の使用電力量となります。

起工式につきましては、８月28日に実施した

ところです。当日の様子を、下の写真にお示し

しております。

引き続き、発電所施設見学ツアーについて報

告いたします。

資料の３ページをごらんください。
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１の目的にありますように、発電所施設見学

ツアーは、二酸化炭素をほとんど発生しないク

リーンなエネルギーである水力発電の仕組みや

ダムの役割についての説明と、環境保全に対す

る意識の啓発を行い、企業局の事業をわかりや

すく伝えることを目的に実施しているものであ

ります。

２の実施概要にありますように、社会科の授

業の一環として行っておりまして、５月の綾第

二発電所に続いて、本年度２回目として、７月16

日に野尻小学校の４年生38名を対象に、岩瀬川

発電所で開催いたしました。

子供たちからは、「水車のそばでは、強い風が

吹いてきて、びっくりしました」とか、「発電の

種類がいっぱいあるんだなと思い、勉強になり

ました」などの感想が聞かれました。

施設見学の後は、発電所下流の河原で鮎の放

流も行いました。当日は、好天にも恵まれ、子

供たちの喜ぶ声や楽しんでいる光景が見られま

した。

私からは以上でございます。

○田村総合制御課長 それでは、平成26年度の

供給電力量の状況について御報告いたします。

委員会資料の４ページをごらんください。

上の表は、８月末までの数字でありますが、

今年度における供給電力量とダム地点での雨量

を月ごとに示したものです。

右側の雨量の欄では、30年平均の雨量と今年

度の実績、そして30年平均と実績との比較を掲

載しておりますが、４月、５月の雨量は30年平

均を下回ったものの、６月以降は雨が多く、累

計の実績は2,413ミリメートルで、30年平均比で

は119％となっております。

左側の供給電力量の欄では、今年度の目標と

実績、そして達成率を掲載しておりますが、全

ての月で目標を上回っておりまして、累計の実

績は３億4,914万3,000キロワットアワーであり、

目標に対しましては114.6％の達成率となってお

ります。

また、下の表は、発電所ごとの供給電力量を

示したものであります。

その他報告事項についての説明は以上でござ

います。

○西村委員長 その他報告事項に関する説明が

終わりました。

質疑はございませんか。

○髙橋委員 日南ダムの発電所の着工について

は、私、地元議員として本当にお礼を申し上げ

ます。西村委員長も日向からおいでいただきま

して、企業局長を初め、幹部職員の方もありが

とうございました。

それで、今議会での質問でも話題になってま

したが、送電網に接続する負担、徳重委員も鋭

い質問をされてましたんで、私も聞きながら、

水力発電も一緒ですよねと思いながら。最近で

言うと、たしか、小林市が太陽光発電を断念し

ました。

そこで聞くんですけど、日南ダムの発電所の

場合、７億8,000万の工事費が計上されてるわけ

ですが、ここに支障はないものか。あるいは、

また場所によってもいろいろと違ってくると思

うんで、その辺をもう少し説明いただくとあり

がたい。

○平松開発企画監 日南ダム発電所の系統連携

費用、工事負担金になるんですけれども、これ

につきましては約400万円ということで、九州電

力のほうと協議が整っているところです。日南

ダム発電所をつくるに当たりましては、系統連

携の申し込みが比較的少ない時期に申し込んで

あるということで、九州電力さんの設備の余裕
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があるときに申し込んだということで安くなっ

たものと考えております。

現状もですけれども、これからの地区につき

ましては、今、太陽光発電関係の申し込みが多

いということもありまして、電力会社さんの配

電線や送電線の設備の増強費用がかなり高価に

なるということが予想されます。そのために、

これから事業を行うときには、やはり高額な負

担金が懸念されるというような状況です。

○髙橋委員 日南ダムの場合には、今、400万と

おっしゃいました。当初の金額からはみ出てな

いということで理解していいですね。わかりま

した。

問題は、日南ダムはこれでいいわけですが、

ほかの水力発電までやろうというふうにお考え

のわけです。そういったところはまだ申し込み

はしてらっしゃらないと思うんです。というこ

とは、送電網の工事費の負担金、これが400万ど

ころか、相当な負担になるということを予想せ

んといかんということですよね。

○平松開発企画監 議員がおっしゃるように、

これから検討していく地点につきましては、地

区によってはそういうような設備増強をしない

といけないような、電力会社さんの状況もある

と思いますので、そのときの負担金につきまし

ては、ちょっと高額な負担金が請求されるとい

うようなこともあろうかと考えております。

○髙橋委員 地区によってはという言い方をさ

れましたんで、あえてまたお聞きするんですけ

ど。日南の広渡ダムを含めて、活用したい水力

発電が何カ所かありましたら。

ただ、日南、広渡ダムは、地形的にいろいろ

と工事費のコストが上がるとかそういったとこ

ろもあって、厳しいなという。ただ、送電網の

負担の部分がほかのところで高い場合には、広

渡ダムのほうがいいなとかそういうのもありか

なと思いながら、今ちょっと考えたんですけど。

結局、これから手がける水力発電は、当初企

業局が考えてらっしゃる事業費よりも高くなる

ことを想定しないといかんということですよね。

○平松開発企画監 今までのような考えでの電

力系統につなぐ費用よりももう少し高くなるん

で、事業費が高くなるということが想定されま

す。

○髙橋委員 もう最後にします。

それでも企業局は、やるよという姿勢は変え

てないということで確認してよろしいですね。

○四本企業局長 新たな発電所をつくるという

ことになりますと、当然、どれだけ費用がかか

るか、取りつけ道路が要ったり、水を持ってく

るのをどうやってやるかとか、それで幾らかか

るかということをとにかく緻密に計算をして、

そして一方、それでどれだけの電力が生み出さ

れて幾らで売れるかということを計算して、そ

してそれが20年なら20年の間にちゃんと元が取

れるのかということを計算して、それからゴー

サインを出さないといかんわけですが、その過

程で、系統連携の費用が今までこうやったらこ

れぐらいやろうというのがちょっと変わってき

てますので、それがあんまり高いこと言われる

と、やっぱり二の足を踏む場合もないとは言え

ないと思っております。

○髙橋委員 わかりました。

○徳重委員 日南ダム発電所、これは大変あり

がたい、おめでたいことだと思いますが、７

億7,760万という経費を投じるわけで、650世帯

分ということのようでございます。年間これだ

けと思うんですが、売電額にしてどうなるんで

すか。何年でこの投資分になるもんでしょうか。

○平松開発企画監 建設費用が約８億円かかる
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ということで、あと年間の収入を7,000万ほど見

込んでいるところです。初期投資額を回収する

のが、約12年というふうに考えてます。

○徳重委員 12年たった後は、もう丸もうけと

いう形になります。これは、すばらしいことだ

なと思ってますので、ぜひ、またほかにできる

ところがあればやってほしいと思います。

それと、ことしはもう御案内のとおり、雨が

多くて、先ほど、この数字からしますと、十四、

五％多く売電できるということになったと思う

んですが、14％の金額は、概略というか、売り

上げ的に粗でどれぐらいの金額になるもんで

しょうか。

○喜田経営企画監 目標を超過した分につきま

しては、キロワット当たり１円で収入増に結び

ついてまいります。目標の３億400万に対して３

億4,900万ぐらい発電しておりますので、4,500

万ぐらいの増収に結びついてまいります。

○徳重委員 これは、一般会計繰り入れになる

わけですか。それとも、もう企業局の財産になっ

てるわけですか。

○喜田経営企画監 企業局の決算の利益の増加

につながりますので、一応、企業局のものでご

ざいます。

○徳重委員 今まで、こんなに大きく増収にな

るという形はなかったもんでしょうか。ここ四、

五年の統計上、どんなもんでしょうか。4,000万

円というと大きいと思うんですが。

○田村総合制御課長 近年では、おととしがや

はりかなりの発電量で、平成24年ですが、目標

に対して122.8％の達成率でありました。

○徳重委員 最後に、企業局が、こうしていつ

も本当にうらやましいような数字を示されるの

で、執行部のほうも大変お金に困ってらっしゃ

るようでございますので、ぜひひとつ、企業局

としては何か繰り入れの条件というのは考えて

いらっしゃらないもんですか。ずっとこんな数

字が出てくると、赤字になるときもあるかもし

れませんが、大体想定されるのはもうかるんだ

なというのを考えます。繰り入れの条件という

か、そんなものはないもんでしょうか。

○沼口総務課長 ちょっと正式名称が浮かんで

きませんので、ちょっとよろしいですか。

地域貢献に資するというようなことで、そう

いった積立金が規則上ございまして、そういっ

たのは利用できるのかなというふうに思ってお

りますが、ちょっと名称が出てきませんけれど

も。そういったものの利用の余地はあると思う

んですけれども、ただし、今、九電との間では

総括原価方式で契約を結んでおりますので、総

括原価方式というのは、幾ら発電にかけると人

件費が幾らあるいは機器類が幾らというのが基

本になっておりますので、なかなか余剰が出て

こないというのが基本にございます。そういっ

た余剰が出てきて、また一般会計に出すという

ことになりますと、九電のほうから、それは

ちょっと企業局もうけ過ぎじゃないかというよ

うなことにもなりかねませんので、そのあたり

は深く考えていかないといけないのかなという

ふうに思っております。

○徳重委員 いいです。

○西村委員長 ほかにないでしょうか。

○山下委員 先ほどの説明で、日南ダムの収入

が7,000万円で、12年で初期投資は取れるという

ことでした。これは、売電単価はいくらになる

んですか。

○平松開発企画監 売電単価につきましては、

固定価格買取制度を利用しますので、１キロワッ

トアワー当たり税抜きで29円となります。

○山下委員 ちょっと教えてください。
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これは、出力によって売電単価は変わるんで

すよね。例えば、1,000キロ以上とか1,000キロ

以下とか、マイクロとか、それも単価が違うと

思うんですが、ちょっと教えて。

○平松開発企画監 200キロワット未満が34

円、200キロワット以上1,000キロワット未満が29

円、1,000キロワット以上３万キロワット未満

が24円というふうになってます。

○山下委員 200キロ未満が34円ということで

す。

ちょっと関連しますのでお聞きしたいと思う

んですが、100キロ未満のマイクロの件なんです

けども、農政サイドで中山間地域の湧水等を利

用して、農業用水等を利用して見直しをしてい

こうということで、今、いろんな事業が組み立

てられております。これには、農政サイドで、

水利権の問題とか河川法とかさまざまな規制等

をクリアしながら取り組みがなされてるんです

けども。

都城の中でいろんな取り組みをされてる事例

等があって、農政サイドに言うと、ある程度い

ろんな規制等をクリアする手立てとか、それは

できるんですが、現場を見たときに、例えば落

差の問題とか流量とか毎分何トン流れるかとい

う計算になったときに、電力の仕組みというこ

とが、やっぱり農政サイドじゃわからないんで

す。農政サイドが、小水力、マイクロ発電を振

興する場合に、農政サイドに技術者がいないん

です。電気に詳しい企業局と、マイクロの発電

を県が推進しようというときの連携というか、

そういうものはどういうような形でとられてお

りますか。

○平松開発企画監 農政のほうとは、逐次、情

報が上がってくる、お互いに情報を共有し合え

るようなことをしておりまして、地域の市町村

のほうから、農業用水とかそういうものを利用

した水力発電については、農政サイドから上がっ

てきたりするものがあります。

企業局のほうからも、農政サイドのほうに照

会をかけたりとか、そういうことでお互いに情

報共有するようにしております。

○山下委員 今、企業局では、100キロ以下のマ

イクロの取り組みは何か実績があるんですか。

○平松開発企画監 私どもが、行った事例とし

ましては、祝子ダムの維持流量を活用した祝子

第二発電所という、出力が35キロワットの設備

を設置しているものがございます。また、綾北

ダムの維持流量を利用した発電設備を現在建設

中で、来年の１月に完成する予定となっており

ます。

○山下委員 わかりました。今、県の大きな柱

の中でも、太陽光とかバイオマスとか、さまざ

まな取り組みがなされてるんですけども、昼夜

問わず、天候にも関係なく、水力というのは非

常に魅力があると思うんです。今、宮崎県も中

山間を多く抱える課題の中で、その活性化とか

いろんな地域おこしの中で、一つの魅力という

のはこのマイクロ発電があるがなという思いな

んですが。ぜひ、農政サイドとも、いろんなノ

ウハウを情報提供して推進していただくといい

かなと思うんで、よろしくお願いいたします。

○西村委員長 ほかにないでしょうか。

○沼口総務課長 先ほど、私が積立金の名称を

思い出さないというようなことで、これは、電

気事業会計には地方振興積立金というのがござ

いまして、ちょっと私も頭の中が整理できてお

りませんで、一般会計のほうに繰り出しができ

るというような形で説明したと思ってるんです

けれども、これは、一般会計への貸し付け原資

になるというようなことで、現在の事業では、
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環境森林部のほうに、森林整備のための未来創

造貸付金という形等々で部局のほうに貸し付け

を行っておると。貸し付けですから、当然将来

的には回収すると、そういった類いの積立金で

ございました。失礼いたしました。

○徳重委員 現在、総額どれだけ貸し付けてい

らっしゃるんですか。

○沼口総務課長 一般会計では、先ほど申し上

げました未来創造貸付金、年間６億円というこ

とで、これは４年間貸し付けておりまして、合

計で24億円を貸し付けております。

○徳重委員 その貸し付けの返済はどういう形

ですか。24億円もということになりますと、相

当な年数。どういう条件で貸し付けていらっしゃ

るわけですか。

○沼口総務課長 実際、貸し付け年度が平成25

年で終わりまして、現在、24億円残ってるとい

うことで、金利は0.1％だったと思うんですけれ

ども、毎年６億に0.1％の金利をつけて返してい

ただくというような形をとっております。

○徳重委員 償還期限は決まってるんですか。

○沼口総務課長 毎年、６億円ずつを返してい

ただいておるということです。４年間というこ

とになります。

○徳重委員 今、４年で24億円貸していらっしゃ

います。そうすると、もう、すぐまた６億円ず

つ、４年間返すんですか。そんなのはないでしょ

う。

○沼口総務課長 先ほど４年間と申し上げまし

たが、実は、始まっておりますのが平成17年。

このときは、３億貸しております。18年は３

億、19年度から６億ずつになってるわけなんで

すが、これが昨年度、25年度で終了いたしまし

て、その後、６億ずつ返していただいておると

いうようなことでございます。

○徳重委員 ６億円ずつ返す……。

○沼口総務課長 失礼しました。委員長、ちょっ

とよろしゅうございますか。

これは、ちょっとリレー式の返済といいます

か。最初17年に貸したやつは、４年後とかに３

億返して、その次はそれからまた４年後ぐらい

に返していただいて、４年前のやつは26年度か

ら６億ずつ返していただいて、ちょっとリレー

式に、貸した年から何年後かに貸してる金額を

返していただいてるというような形をとってお

ります。

○徳重委員 森林振興ということになりますと、

山というのはそんなに簡単に収入があるわけで

はないので大変だなと、こう思うんですけど。

３億なら３億でもいい、６億なら６億でもいい

が、それは何年かかって返すというようなシス

テムではないんですか。これは何年に返しても

らいますよ、この金額は何年に返してますよと

いうような形で、その年度によって貸し付けの

条件が違うということですか。

○沼口総務課長 貸し付けの条件が違うという

よりも、ある年度で借りたやつは、４年後にそ

の全額を返すと。それが、何年度もあるもんで

すから、ここで貸したやつはその４年後、その

次の年で貸したやつは４年後、そういったよう

な返済の方法をとっておるということでござい

ます。

○徳重委員 そうですか。わかりました。

○髙橋委員 今のに関連するかわかりませんけ

ど、知事部局にお金が幾らかも入らんかなと思っ

てちょっと考えてみたんですけど、例えば酒谷

川は二級河川で、県の管理じゃないですか。だ

から、県が管理している日南ダムの水を使って

ということで、使用料というのは払ってくれな

いのかなと思って。
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○沼口総務課長 今、髙橋議員がおっしゃられ

たのは、発電をするときの水利使用料になるの

かなと思いますが、それについては、こちらの

貸付金じゃなくて、企業局のほうから水利使用

料として知事部局のほうに納めておると。これ

は、もう貸し付けでも何でもございませんので、

向こうのほうに払いっぱなしと。

○髙橋委員 今回、日南ダムの水力発電をつく

るに当たって、初めて発生するわけですか。そ

ういうことですよね。

○沼口総務課長 規模はちょっと小さいかなと

思うんですが、今まで企業局は関与してなかっ

たわけなんですけれども、当然、今度は企業局

が恩恵を受けますので、そういった水利使用な

り、それからダムのアロケーションというんで

すけれども、どれだけ企業局の使用部分がある

のか、そういった部分が企業局のほうに発生し

てくるということになっております。

○髙橋委員 ちなみにどのくらい納められるん

ですか。

○喜田経営企画監 日南ダムにおける水利使用

料は、年間ですが、47万4,000円ぐらいで、大変

小さな発電所ですので、ちょっと額が少なくて

申しわけないんですが。

企業局全体といたしましては、年間１億9,000

万円支払っておるんですが、日南ダムは520キロ

ワットと大変小さいものですから、こうなって

しまいます。

○西村委員長 よろしいでしょうか。

それでは、次、その他につきまして何かあり

ませんでしょうか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○西村委員長 それでは、以上をもちまして企

業局を終了いたします。執行部の皆様、お疲れ

さまでした。

暫時休憩いたします。

午後１時53分休憩

午後１時57分再開

○西村委員長 それでは、委員会を再開いたし

ます。

本委員会に付託されました議案等について教

育長の説明を求めます。

○飛田教育長 教育委員会でございます。どう

ぞよろしくお願いいたします。

お礼を申し上げたいと思います。７月24日に

県の中体連の大会がありましたが、委員長を初

め、たくさんの方々に激励に来ていただきまし

た。また、そのほかにもいろんなとこから、県

議会の議員の皆さんに激励にきていただいてる

という感謝の声も聞こえております。本当にい

つも温かく接していただきますことをお礼申し

上げたいと思います。よろしくお願いします。

では、お手元の文教警察企業常任委員会資料

をお願いいたします。表紙をお開きいただき、

右側の目次をごらんください。

今回、御審議をお願いいたしておりますのは、

議案第１号「平成26年度宮崎県一般会計補正予

算（第２号）」の１件でございます。

また、その他の報告事項といたしまして、教

育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及

び評価についてなど６件を説明させていただき

ます。

このうち、補正予算についてでありますが、

目次があるページをめくっていただきまして、

１ページをごらんください。

今回の教育委員会の一般会計の補正予算は、

表の下のほう、太線で囲んでおります計の欄に

記載しておりますように、4,400万円の増額補正

をお願いするものでありまして、補正後の額は、
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その２つ右の欄、1,080億2,525万7,000円であり

ます。

内容につきましては、表の一番右の補正内容

の欄の上から４段目に記載しております「特別

支援学校スクールバス整備事業」であります。

私からは以上でありますが、引き続き、関係

課室長が説明いたしますので、御審議のほど、

どうぞよろしくお願いいたします。以上でござ

います。

○西村委員長 教育長の説明が終わりました。

初めに、議案に関する説明を求めます。

○坂元特別支援教育室長 特別支援教育室でご

ざいます。よろしくお願いいたします。

特別支援教育室の補正予算につきまして御説

明申し上げます。

歳出予算説明資料の特別支援教育室のイン

デックスのところ、97ページをお願いいたしま

す。

特別支援教育室の補正額といたしまして

は、4,400万円の増額補正でございまして、補正

後の額は、右から３列目にありますように、２

億4,879万6,000円となります。

それでは、その主な内容について御説明申し

上げます。

同じ資料の99ページをお願いいたします。

（事項）県立特別支援学校整備費の4,400万円

の増額でありますが、内容といたしましては説

明の欄にありますとおり、事業名は、新規事業

「特別支援学校スクールバス整備事業」でござ

います。

詳細につきましては、別の資料、常任委員会

資料で御説明いたします。

常任委員会資料の２ページのほうをよろしく

お願いいたします。

新規事業、特別支援学校スクールバス整備事

業でございます。

まず、１の事業の目的・背景ですが、特別支

援学校には県有のスクールバス８台を配備して

おりますが、そのうち３台が今年度に入り老朽

化のために故障が相次いでおりまして、年式が

古く、修理の部品が手に入らない状況があり、

このままの状況が続き安定した運行ができなく

なりますと、利用している子供たちに安全面や

健康面で大きな支障が生じますことから、緊急

に更新をすることとしたところでございます。

２の事業内容の（１）導入車両でございます

が、普通バスを明星視覚支援学校に１台、同じ

く延岡しろやま支援学校に１台、車椅子を使っ

ている子供たちが利用しますリフトつきバスを

延岡しろやま支援学校に１台、合計３台の更新

を予定しております。

（２）の運行開始予定でございますが、更新

による速やかな運行が必要でありますので、平

成27年２月には運行を開始したいと考えており

ます。

（３）の利用予定者でございますが、明星視

覚支援学校と延岡しろやま支援学校の２校の合

計で117名を予定しております。

次に、３の事業費でございますが、4,400万円

を計上しておりますが、内訳は、宮崎県地域経

済活性化・雇用創出臨時基金でございます。

４の事業期間は、平成26年度でございます。

最後に、５の事業効果でございますが、老朽

化したスクールバスを更新することにより、継

続して児童生徒の安全で安心な通学手段が確保

できるとともに、保護者の負担軽減を図ること

ができるものと考えております。

説明は以上でございます。御審議のほどよろ

しくお願いいたします。

○西村委員長 議案に対する説明が終わりまし
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た。

議案についての質疑はございませんか。

○徳重委員 バスの購入は結構なことですが、

これはバス１台でどれぐらいするもんでしょう

か。金額の概略を教えていただけると。

○坂元特別支援教育室長 普通バスで１台1,300

万円、リフトつきバスで1,800万円を予定してお

ります。

○徳重委員 これは特殊なバスかもしれません

が、下取りというのもあるんですか。

○坂元特別支援教育室長 それはございません。

○徳重委員 これは、入札になるもんですか。

それとも、もうどこかに指定されて、今までの

バスの販売会社に条件つきというか、何かある

んですか。

○坂元特別支援教育室長 入札になります。

○西村委員長 よろしいですか。ほかに議案に

ついてないでしょうか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○西村委員長 議案についてはないようですの

で、次に、その他の報告事項についての説明を

求めます。

○大西総務課長 委員会資料の３ページをお願

いいたします。

総務課から２件の報告事項につきましてご説

明をいたします。

まず、教育に関する事務の管理及び執行の状

況の点検及び評価についてであります。

これは、地方教育行政法の規定によりまして、

点検及び評価の結果を議会に報告するものであ

ります。

１の点検・評価の対象でありますが、県全体

の政策評価との整合性を図る観点から、県総合

計画に掲げる重点施策、新しい「ゆたかさ」創

造プログラムのうち、教育分野の将来世代育成

プログラムを点検・評価の対象としております。

２の点検・評価の方法でありますが、（１）内

部評価として、教育委員会におきまして、県総

合計画の部門別計画であります第二次宮崎県教

育振興基本計画の進捗状況を踏まえまして、将

来世代育成プログラムの評価を行い、（２）にご

ざいますように、内部評価を参考に、宮崎県総

合計画審議会における外部評価が行われたとこ

ろであります。

３の内部評価の結果につきましては、お手元

の別冊資料のとおりでありますが、その概要に

つきましては、以下３つの重点項目に沿って、

この委員会資料で御説明いたします。

３の（１）重点項目１につきましては、重点

指標として、表の１と２にございますように、

全国学力・学習状況調査で平均正答率が全国平

均を上回る調査科目割合と全国体力・運動能力、

運動習慣等調査で全国平均を上回る項目割合を

設定しております。

重点指標１の平成25年度実績値をごらんいた

だきますと、前年度実績より大きく下がってお

りますが、正答率そのものを見ますと、全国平

均レベルを維持できている状況にあります。

重点指標２につきましても、前年度実績より

下がっておりますが、九州内ではトップの成績

を維持している状況にあります。

４ページのイ、取組成果をごらんください。

取組事項１―１から１―３に基づきまして、

家庭や地域の教育力向上のための講師派遣や講

座の実施、子供たちの学力や体力の向上のため

の指導改善、教職員の資質向上や教職員の力が

発揮できる環境づくりなどの取り組みを行って

おります。

このような取り組みを通しまして、家庭の教

育力向上や教職員の授業改善への意識や技術の
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向上といった成果が得られております。

課題としましては、ウにございますように、

子供たちに生きる力を身につけさせるための教

職員の専門性の向上や、家庭や地域を含めた学

習環境づくりの推進については、さらに充実し

て取り組んでいく必要があると捉えております。

５ページをごらんください。

（２）重点項目２につきましては、重点指標

として表１と２にございますように、将来の夢

・目標を持ち職業や生き方を考えている中学３

年生の割合と、世界の出来事について関心を持っ

ている子供の割合を設定しております。

いずれも前年度実績より上がっており、各学

校におけるキャリア教育や国際理解教育等の取

り組みが、その成果としてあらわれているので

はないかと考えております。

イ、取組成果をごらんください。

取組事項２―１から２―３に基づきまして、

ふるさと学習やキャリア教育の充実、国際化に

対応する人材育成等の取り組みを行っておりま

す。

このような取り組みを通しまして、子供たち

の地域活動を支援する指導者の資質向上、教職

員のキャリア教育や国際理解教育に対する意識

の高揚や理解の深化といった成果が得られてお

ります。

課題としましては、６ページのウにございま

すように、キャリア教育を推進する上での学校

・地域・産業界との連携強化や外国語活動等の

工夫改善に一層取り組む必要があると捉えてお

ります。

続きまして、（３）重点項目３につきましては、

重点指標として表１から３にございますように、

日ごろから文化に親しむ県民の割合、成人の週

１回以上の運動・スポーツの実施率、それと、

国民体育大会総合成績の達成状況を設定してお

ります。

重点指標１につきましては、前年度実績から

若干下がっておりますが、文化・芸術に関する

多彩な情報をさまざまな角度から提供したこと

により、目標値に近いレベルにあります。

重点指標２につきましては、前年度の実績を

上回っており、重点指標３につきましても、目

標値である総合成績30位台を達成しております。

イ、取組成果につきましては、６ページから

７ページをごらんいただきたいと思います。

取組事項３―１から３―３に基づきまして、

地域の教育力向上を図るためのイベントや会議

の開催、生涯スポーツの推進や競技力向上につ

ながる指導者の資質向上、特別展の開催や文化

財情報の発信等の取り組みを行っております。

このような取り組みを通しまして、県民の学

ぶ機会の充実、生涯スポーツ推進の核となる人

材の育成や少年競技力の向上などの成果が得ら

れております。

課題としましては、７ページのウにございま

すように、生涯学習に関する文化事業や情報発

信のさらなる充実、生涯スポーツの推進や競技

力向上につながる指導者養成研修の継続等に取

り組む必要があると捉えております。

次に、４、外部評価の結果についてでありま

す。

（１）重点項目ごとの概要として、重点項目

１につきましては、先ほど申し上げましたとお

りでございますけど、「全国学力・学習状況調査

において、全国平均レベルは維持しているもの

の、全国平均を上回る割合は下降しており、教

科指導力の向上や学習習慣定着化等の取り組み

をより一層強化する必要がある」、重点項目２で

は、「全ての指標が目標に向かって順調に伸びて
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おり、一定の成果が見られる」、次のページにな

りますが、重点項目３では、「生涯学習・文化の

分野では、学ぶ機会やすぐれた芸術等にふれる

機会の創出、スポーツの分野では、生涯スポー

ツ推進の核となる人材の育成等の取り組みがお

おむね順調に進んでいる」などの評価をいただ

いております。

このような結果を踏まえ、（２）評価結果につ

きましては、プログラム全体としては、Ｂのお

おむね順調との評価をいただいております。

１件目の報告事項につきましては、以上であ

ります。

次に、資料の10ページをごらんください。

第二次宮崎県教育振興基本計画の改定につい

てであります。

１の計画改定の理由でありますが、本県にお

きましては、平成23年度から32年度までの10年

間を計画期間とする第二次宮崎県教育振興基本

計画を策定し、教育振興施策を総合的かつ計画

的に推進してきたところであります。

計画策定後、国の教育振興基本計画の改定版

が平成25年に策定され、また現在、県におきま

しても、現行の総合計画の見直しが行われてい

る状況にありますことなどから、これらのこと

を踏まえ、現行計画の見直しを行うものであり

ます。

２の計画改定の進め方でありますが、改定計

画に幅広い意見を反映させるため、（１）（２）

にありますように、懇話会の開催や関係機関等

との意見交換会の実施といった、県民の皆様や

関係機関等との意見交換の場を設定するもので

あります。

３の計画改定のスケジュールでありますが、

ただいま御説明しました意見交換の場を通して、

御意見を踏まえながら改定作業を進め、来年２

月を目途に素案を取りまとめたいと考えており

ます。その上で、２月定例県議会の常任委員会

におきまして、素案の御報告をさせていただい

た上で、その後、パブリックコメントを実施し、

６月定例県議会におきまして提案をさせていた

だきたいと考えております。以上であります。

○川越学校政策課長 委員会資料11ページをお

あけください。

７月27日から７月31日までの期間に開催され

ました第38回全国高等学校総合文化祭茨城大会

の本県高校生の結果について御報告いたします。

（３）大会の概要、①にありますように、本

県からは31校382名の生徒諸君が出場権のある全

ての部門に参加いたしました。

資料には書いてございませんが、大会のテー

マは「創造の花を咲かせよ 聳える筑波嶺 吹

きぬける文化の風」という、このテーマのもと、

日ごろから学業との両立を図りながらひたむき

に文化芸術活動に励む全国の多くの高校生とと

もに、本県の高校生も互いの成果を確かめ認め

合いながら生き生きと活躍し、すばらしい成果

を修めました。

そのうち、上位入賞を果たしましたのは、（３）

②の入賞者、書道部門が奨励賞１名、特別賞が

１名、将棋部門が男子団体戦において本県初の

優勝、自然科学部門が部門第２位の優秀賞を受

賞しております。

その他の部門の結果につきましては、その下

のほうと、資料の12ページの上半分にあります

ので、そちらをごらんください。

12ページ下半分、２の項目でございます。高

校総合文化祭以外の大会結果でありますが、カ

ザフスタン共和国アスタナで行われました第45

回国際物理オリンピックにおきまして、宮崎西

高校３年生の丸山義輝君が銀メダルを受賞して
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おります。

（３）大会の概要にありますように、本大会

には35カ国383名が参加しております。日本から

は５名の高校生が参加いたしました。

報告は以上でございます。

○日髙スポーツ振興課長 委員会資料の13ペー

ジをお開きください。

まず初めに、南関東ブロックで開催されまし

た全国高等学校総合体育大会の結果について御

報告いたします。

団体の部では、小林秀峰高等学校男子新体操

部と男子ハンドボール部の準優勝を初め、全体

で９競技10種目が入賞を果たしました。

個人の部につきましては、都城工業高等学校

の有馬翼君が弓道男子個人で優勝いたしました。

また、ボクシングウエルター級において、日章

学園高校の押川幸輝君が２位、カヌー競技女子

カヤックフォアで宮崎商業高等学校が２位、男

子カナディアンペアで宮崎大宮高等学校が２位

に入っております。

全体では、カヌー競技の９種目、陸上競技と

ボクシング競技がそれぞれ４種目など、７競技

延べ24種目で入賞を果たしております。

14ページの（３）の表にありますように、平

成26年度は全体の入賞数が34と、昨年度を上回

る結果となっておりますので、10月から長崎県

で開催されます国民体育大会での活躍が期待さ

れるところであります。

次に、昨年度、延岡学園高等学校の準優勝と

いう快挙に県内が沸いた全国高等学校野球選手

権大会は、本年度３年ぶり７度目の出場となる

日南学園高等学校に期待が寄せられましたが、

強豪の愛知県代表東邦高校に３対11で破れ、悲

願である深紅の優勝旗獲得は来年度以降に持ち

越しとなりました。

次に、四国ブロックで開催されました全国中

学校体育大会の結果についてでございます。

団体の結果は、日章学園中学校サッカー部と

生目南中学校男子バドミントン部がともに５位

に入るなど、２競技２種目で入賞を果たしまし

た。

個人では、柔道競技の女子個人48キログラム

級において、小林中学校の溝口愛歌さんの優勝

を初め、剣道女子個人において、大淀中学校の

山﨑里奈さんが２位に入るなど、３競技４種目

で入賞を果たしております。

また、参考としまして資料に掲載しておりま

すが、全国中学生空手道選手権大会において、

富田中学校が男子団体組手３位に入賞したのを

初め、男子個人組手でも、富田中学校、吉良竜

星君が５位に入っております。

また、全国中学生弓道大会において、福島中

学校の西郷百花さんが女子個人で６位入賞を果

たしております。

以上のように、本年度も、猛暑の中で本県の

中高生が本当によく健闘してくれました。各学

校の指導者の熱心な指導と生徒たちの頑張りを

たたえたいと思います。

今後も、本県の競技力向上対策を充実させ、

さらなる少年競技力の向上と各学校への支援に

努めてまいりたいと考えております。以上でご

ざいます。

○西村委員長 その他の報告事項に関する説明

が終わりました。

何か質疑はございませんか。

○徳重委員 第38回の全国高等学校の総合文化

祭が茨城で行われたとこですが、宮崎はおとと

しでしたか。宮崎での結果と、今度の結果はど

ういう状況だったのか、ちょっと比較をさせて

いただきたいと思うんですが。
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○川越学校政策課長 ちょっとお時間よろしい

ですか。

○西村委員長 ほかにあれば。

○押川委員 ３ページ、全国学力・学習状況調

査で、ここに書いてありますとおり、前年度よ

りは下がったところであるけども、全国平均レ

ベルは維持できたということでありますけれど

も、県教委としては、今回のこの結果を踏まえ

てどのような感想を持ってらっしゃるのか、

ちょっとまずお聞きをしておきたいと思います。

○川﨑学校支援監 それでは、重点項目１の重

点指標１なんですけども、今回の全国学力調査

のほうが、ここに示してありますように、目標

値が75％ということだったんですけども、昨年

下がりまして、本年度の結果が37.5％でありま

す。若干ふえたんですけども、この数値の出し

方につきましては、小学校、国語Ａ、Ｂ、算数

Ａ、Ｂ、中学校、国語Ａ、Ｂ、数学Ａ、Ｂと８

区分ございますので、平成24年度が８分の５、

平成25年度が８分の２ということで、昨年下が

りまして、本年度は８分の３ということで、先

ほど申し上げました37.5％ということでござい

ます。

議会のほうでも、教育長のほうで答弁をさせ

ていただきましたけども、全国平均レベルは維

持できてるというのは、100％換算で見ますと、

小学校でいいますと0.9ポイント、中学校では0.2

ポイントというわずかの差でございますので、

全国平均にはあるとは考えておりますが、Ｂ問

題を含めさまざまな課題がありますので、学力

向上をさらに平均を上回って上位に上がるよう

に、今、考えてるところでございます。以上で

ございます。

○押川委員 ２月の代表質問の中で、私は秋田

県の例を挙げさせていただいて、先生方の交流

あたりはできないかということでの質問をした

経緯があります。今回、沖縄県が全国的にも

ちょっと悪かったんですけども、先生方の交流

をされて、かなり上位に上がってきてるという

新聞記事を見て思ったんですが、やはり何らか

の形でそういったものも取り入れるというのが

必要じゃないかと思うんです。先生方も一生懸

命取り組んでいらっしゃって、そのことに対し

ては評価するんですが、できれば半年でも１年

でもというような形の中で、何かそういう試み

というのは、教育長、お考えはないですか。

○飛田教育長 沖縄県の教育長さんとは親しく

て、いろいろお話するんですが、トータルでい

ろいろ話す中で、何で沖縄が上がったかという

と危機感だと言ってます。

私は、沖縄が上がった要因というのが３つぐ

らいあると思ってるんですが、現場での研究と

いうか、どうやったらできるようになるかとい

うのがかなり盛んになった。しかも、２番目の

ポイントとしては、そのやり方について、回数

がかなりふえていった。もう一つは、宮崎はこ

れはかなりできてるんですが、基本的な学習習

慣みたいなのを徹底するようになった。だから、

以前に比べて、そこが随分改善された。

押川委員がおっしゃったように、学習習慣を

定着させるのに大きな力を発揮したのは、秋田

県と交流をやった人だそうです。私たちもいろ

んなリサーチしますが、秋田がなかなかもうそ

れ以上ということはないんで、手法等はぜひ取

り入れていきたいと思ってます。

もう一つは、やっぱりうちの一番の課題は活

用の部分なんです。活用というのは、例えば、

今度の試験でどんなのが出たかというと、卒業

文集はワープロ、いわゆるパソコンでつくるの

がいいか、手書きがいいのかという議論があっ
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て、その中に意見を書かせるとか、詩が２つあっ

て、その比較をして文章を書かせるとか、そん

なものなんです。ですから、先生が一方的に講

義をするというような形では、なかなかうまく

いかない。現場がどうやってそこの意識を変え

るかということで、今、格闘してますが、なか

なか浸透してない。まだ頑張っていきたいと思

います。そんなことを考えております。

○押川委員 ありがとうございました。一生懸

命やっていらっしゃることに対しては評価もし

ておりますから、ありがたいなというふうに思

います。

そういう中で、４ページの１―３です。特に、

本県はスーパーティーチャーということで、指

導教諭の公開授業を実施して、ほかの先生方が

その授業を見習って、各学校ごとでまた授業に

取り組まれるということでありますけども、こ

の公開授業を実施されたということで、どのよ

うな方向でどのくらいの方々がこれに参加され

て、それぞれの学校でどのような授業に取り組

んでいらっしゃるのか、わかればちょっとお聞

きをしておきたいと思います。

○西田教職員課長 今、お尋ねのあったスーパ

ーティーチャーですが、本年度は18名の委嘱を

しております。昨年度の状況をお知らせします

と、まず、授業公開を年間52回しております。

その参加者数は508名ということで、特に若手の

先生方が多く授業を見られまして、授業改善に

生かされてるところです。

また、研修会というのも行っております。研

修会の実施回数が、46回です。参加者数は2,375

名ということで、うまい授業の秘訣とか自分の

経験談等を話しながら、授業のレベルアップを

図っておるところです。

また、もう一つ加えると、授業カウンセリン

グというのもやっておりまして、先生方からの

相談を受けて、授業についての悩み、そういう

ことに対応しながら授業力向上を図っていると

ころです。以上です。

○押川委員 ありがとうございました。かなり

の取り組みをされていらっしゃるし、その効果

というものは、やはり上がるだろうというふう

に思います。

そういう中で、スーパーティーチャーとなら

れる先生方が、例えば学校に出ていって一緒に

生徒さん方に指導されるとか、勉強されるとか、

そういう機会というのはあるんですか。

○西田教職員課長 昨年度の状況でいいますと、

学校等から要請を受けた研修会につきまして

も、300回を超える回数でいっておりますが、今、

先生が直接子供たちに教えるというのはなかな

かないような状況で、例えば模擬授業というよ

うな形で、スーパーティーチャーが先生方を生

徒役にして授業を行ったりとか、そういう活動

は行っているところです。

○押川委員 ありがとうございました。できれ

ば、そういうことで、モデルでもいいから試み

をしていただけるとありがたいなという気がす

るんですけど、今後、またよろしくお願いをし

ておきたいと思います。

それから、今回、文化関係もあったわけであ

ります。このことについて、生徒さん方は一生

懸命総合文化祭に取り組んでいらっしゃると思

うんですが、結果は出てますけども、全国的な

レベルで見たときには、宮崎県の高校生方はど

のあたりにあるんでしょうか。相対で構いませ

ん。この数字だけではちょっと評価のしようが

ありませんので、先生方がどのような評価をさ

れてるかということがあればお聞きをしたいと

思います。
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○川越学校政策課長 現在のところ、順位とい

うものがつけられるわけではございませんが、

先ほどの質問でも、宮崎の大会と今回の茨城の

大会のことがございましたけども、その会ごと

に、例えば今回非常に特筆すべきものとしては

将棋、これが初優勝。大宮高校の３人が優勝し

たわけですけども、そういった部分で、順位を

つけるというよりも各部門で特徴的なものがそ

れぞれ毎年のように出てるというような感じは

します。

それから、全体的には、書道に関しましては、

毎年非常に高い評価を受けている現状がござい

ます。今回は、自然科学の分野の生物研究発表

部門というところで、やはり同じく、大宮高校

の生徒さんたちが第２位に選ばれてますが、こ

れにつきましても、例年以上の成果を上げたと

いうふうに考えておりますので、全体的な順位

というところについては、なかなか申し上げに

くいところでございます。

○押川委員 ありがとうございました。なかな

か難しいと思うんです。県立高校の中で、今回、

この高文祭に参加されて、ある程度重なった学

校というのがやっぱり結構強いのかなという感

じはしてるんです。というのは、やはり指導さ

れる先生方が、そこにしっかりいらっしゃると

いうことになるんでしょうか、どうでしょうか。

○川越学校政策課長 今、議員がおっしゃった

ように、非常に指導者の力量が問われる、それ

があると思います。さらに、それと同じように、

生徒たちの資質の問題というのが一緒になった

ときだろうと思いますが。

今回、このような成績を収めた裏には、毎年、

本県では宮崎県高等学校総合文化祭というのが

ございます。そういった下地をとりながら、そ

こで勝ち上がった生徒たちが全国大会に出場す

るということがございますので、ことしは９月27

日に日向大会がございますけれども、議員の皆

様方にも、また見ていただけるとありがたいか

なというふうに思っております。よろしくお願

いいたします。

○押川委員 案内が来ておりましたから、行こ

うと思っております。

あと、スポーツ関係で、県内の高等学校に体

育系の科があります。それと、推進校、ここら

あたりの生徒さん方というのは、今回の全国大

会の中でどういう成績なり、どのような活躍と

いうものがあるんですか。

○日髙スポーツ振興課長 体育コースは小林高

校にありますが、今回の全国大会では、ウエイ

トリフティング競技において、小林高校の77キ

ログラム級で第４位に入っております。

あと、推進校につきましては、入賞した学校

はほとんど推進校の生徒諸君です。ただ、その

ほかにも、砲丸投げで宮崎学園の生徒が３位に

入るとか、ほかの学校の生徒さんも活躍してい

ただいておりますが、多くの学校が推進校の学

校で、上位入賞していただいております。

○押川委員 ありがとうございました。じゃあ、

それなりに、体育科とかあるいは推進校、しっ

かり結果というのは残してもらってるというこ

とで。全国大会に行けば、もう力というのは拮

抗してるでしょうから、そんなにみんなが上位

に入ることはないでしょうから。はい、わかり

ました。

○西村委員長 まだ、先ほどの徳重委員の。

○川越学校政策課長 宮崎大会の数値が、今の

ところ、手元にございませんので、後ほど御報

告させてもらいますが、昨年の長崎大会という

のと比較をさせていただくと、長崎大会につき

ましては、書道と写真と弁論で表彰を受けてお
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ります。先ほども申し上げましたけども、書道

に関しては、ほぼ毎年のように非常に高い成績

を収めているということでございますが、宮崎

大会との比較につきましては、後ほどまた御報

告申し上げるということで御了解いただければ

と思います。

○徳重委員 別にもう一つ、お尋ねしておきた

いと思います。

高等学校の総合体育大会のことですが、非常

にカヌー競技が２、２、２と３、４、４とほと

んど入賞されてるということです。これはすご

いことだなとびっくりしてるんですが、まさか

こういう成績になってるとは思わなかったんで

すが。

我々スポーツ振興対策特別委員会のほうでも、

宮崎商業、あそこに行って勉強させていただい

たところですが、このレベルというのはかなり

高いレベルと、そしてオリンピックでも目指せ

るというようなレベルと思っていいんでしょう

か。

○日髙スポーツ振興課長 高校生と成年競技は

一概に比較できないんですが、ただ、全国優勝

するレベルにある選手は、そのまま大学で４年

間しっかりとしたトレーニングを積めば、オリ

ンピック選手を含め、トップ選手になる資質、

能力は十分備えてるだろうと思いますので、今

後、高校で活躍してくれてるカヌーの子供たち

が順調に育って、そういった晴れ舞台で活躍す

るような選手に育ってくれることを期待してる

ところではあります。

○徳重委員 そこで、選手を育てるということ

は、監督さんが非常に苦労もされるでしょう。

優秀な方が多いと思ってるんですが、このカヌ

ー競技の指導者というのは、県立高校の先生で

すか。それとも、民間の先生がされてるんでしょ

うか。

○日髙スポーツ振興課長 今、本県でカヌーの

指導をしていただいてる先生が３名ほどいらっ

しゃるんですが、１人は大宮高校、お一人は宮

崎商業高校、それともう一人は宮崎工業、３名

とも学校の先生であります。

○徳重委員 わかりました。ありがとうござい

ます。

○髙橋委員 ちょっと３ページに戻るんですけ

ど、ぴんと来なかったもんですから再度確認し

ますが、学力の３ページの重点項目の見方です。

これだけ見たら25だから、ええと思うじゃない

ですか。それと、先ほど言いました８分の５と

８分の２、何で小数点が出るのかなと。済みま

せん、私、細かな数字は余り得意じゃないもん

だから。多分、いろんな総合的な計算の仕方が

あって、こう出るのかなと思ったりして。余り

悲観しなくていいよという答弁は、クリアして

ない教科でも点数が平均点に迫ってるから、全

体的に見ると全国平均だよという理解をしてい

いんですよね。

○川﨑学校支援監 私の説明がうまくなくて。

再度、ちょっと丁寧に説明させていただきま

すと、全国学力調査は、小学校で国語と算数が

ありますので、Ａ、Ｂ問題がありますから、４

つございます。中学校も同じように、国語と数

学で４つありますから、いわゆる２教科ずつな

んですけども８区分に分かれるわけです。

ですから、８区分の何区分が平均点を上回っ

たかということでこのパーセントを出してござ

いますので、平成24年度は８区分のうち５区分

が全国平均を上回ったと。ただ、平成25年度、

昨年度はそれが落ちまして、８分の２しか上回

らなかったと。ここには出ておりませんけども、

今回が８分の３ということで、目標値が75％と
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いうことは、８区分のうち６区分は全国平均を

上回ろうという目標値で定めているとこでござ

います。

○髙橋委員 私があんまり難しく考えていまし

た。単純な計算でした。済みません。

それと、先ほどスーパーティーチャーの関係

で、私の飲み込みがまずかったかもしれないも

んですから確認しますけど、先生をモデルとおっ

しゃいましたけど、先生をモデルにしてる公開

授業ということでしょうか。

○西田教職員課長 その所属校に行くのが基本

です。学校にいながら模範となる授業を見せる

というのが一番の趣旨でありますので、そのよ

うな形です。

○髙橋委員 教える中身は、それは違ったらい

かんわけですから一緒だと思うんです。要は教

え方です。小学校で40分ですか。あと、45分、50

分授業とあるじゃないですか。これを、座って

じっと聞きなさいと言っても、なかなか集中で

きない。大人だって集中できないわけです。

私は、その人の普段の人とのおつき合いの仕

方とか、趣味とか、いっぱいあると思うんです。

だから、ある意味、異業種の交流に、教師の方

々がどれだけ関わってらっしゃるかとか。例え

ば、私の日南の例ですけど、教え方がうまいな

と思ったら振徳塾のメンバーなんです。やはり

評判がいいから。だから、そういったものに先

生方もかかわっていくことも必要かなと。だか

らといって、別にスーパーティーチャーをだめ

だということは言ってません。スーパーティー

チャーのことはそれでいいし、公開授業にどん

どん取り組んでいただきたいし。そういうこと

を教育委員会サイドでも促していくことが、そ

の人の資質を高めて、やっぱり話術です。たま

には吉本喜劇に行かれてもいいでしょう。本当

にこれはテクニックですから。

この前、県病院の先生の医療の講義を１時間10

分か20分聞く機会がありましたけど、突然、自

分の好きな食べ物がぱっと出るんです。全然関

係ないんです。でも、そこにちょっと頭の休憩

を入れるんです。そして、また集中させるとい

うようなことをされてましたけど、そんなテク

ニックをしっかり会得されると、子供たちもずっ

と45分間集中できる、それはもう厳しいものだ

と思いますから。日南では、振徳塾とかいう、

そういうような異業種の交流の場に参加してる

先生もいらっしゃるということで申し上げまし

た。

それと、国体のことで、これは私の個人的な

意見ですけど、30位台でよしということで、私

は立派なもんだと思うんです。やっぱり人口が

物を言うんです。単純な話、絶対数が、東京に

鳥取がかなうはずがないわけで。だから、私は、

順位に一喜一憂することなく、中身の問題を

ちょっと分析してもらって評価していただけれ

ばいいのかなと。周りが余り騒いでるような気

もするから。私は、30位台は本当に立派なもん

だなというふうに思ってます。以上です。

○西村委員長 ほかにないでしょうか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○西村委員長 ないようでしたら、その他に移

ります。

その他で何かございませんか。

○髙橋委員 スクールバスの関係でちょっと聞

き忘れたもんですから、いいですか。

二通りあるということで、教育長も答弁され

ました。自前の車両を買い上げてそれを委託し

てるやつと、もう車ごと委託する。例えば、く

ろしお支援、これはもう車ごと委託なんですけ

ど、そっちのが安く上がるということの理解を
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していいのか。

それと、結局、リフトつきのバスというのは、

民間で持ってて、それを運行するというのはま

ずあり得ないです。だから、教育委員会が買っ

て、あと委託するんでしょうけど、例えば私の

地元のくろしお支援というのは、やっぱりリフ

トつきのバスが必要な子がいるわけです。そう

いったところも、今後、教育委員会としては課

題がありますよねということを申し上げながら、

ちょっとお尋ねします。

○坂元特別支援教育室長 今、日南くろしお支

援学校のほうの例を議員さんが出されましたけ

ども、入札の金額ということでかなりのばらつ

きがありますので、一概に高い安いというのは

なかなか言いにくいところがあるんですけども、

車両と運転手と添乗員、これを１つのセットと

して委託をする場合はやっぱり高くなるという

形になります。それから、県所有の車両等をこ

ちらで提供して、運転手と添乗員だけを委託を

いうと安くなります。大体、倍になるという形

になります。

ただ、県車両を用意するためには、先ほど言

いましたが、1,300万円とか1,800万円を購入し

た上でとなりますので、そこらは状況を判断し

ながら、どちらが長い目で見ると経済的に効果

があるのかということを今後考えていく必要が

あるかなというふうに思っております。

２点目に、リフトつきのバス、これもやはり

特殊な車両でありますので、単純に500万程度ぐ

らい高くなるという形で、受注生産、それから

改めて子供たちの車椅子のサイズを測って何人

乗るかということで、もう本当に特注という形

になるためにそんなに高額になるということが

あります。そうすると、福祉車両を持ってる業

者がなかなかいないということで、やはり議員

さんが御指摘のとおり、リフトバスの場合は、

県のほうで所有することが多くなるかというふ

うに思っております。状況ではそうであります。

また、日南くろしおのほうだけではなくて、

他の特別支援学校のほうの要望としても、やは

りリフトバス、もしくは増便や新規でのスクー

ルバスの導入の要望はたくさん聞かれておりま

す。その必要性は十分感じているところであり

ますので、県の財政状況または全県的な視野で、

緊急性それから教育的効果を考えながら、また

今後検討を重ねていきたいと思っております。

以上であります。

○髙橋委員 よくわかりました。要望も上がっ

てるということでしょうから、対象者が少ない

から導入を見送ってるとか、もちろん財政的な

負担というのが一番あると思うんで、今、室長

がおっしゃったように検討されてるようですか

ら、ぜひ早く導入できるようにお願いしておき

ます。

○西村委員長 ほかにないでしょうか。

○中村委員 先ほどから誰も褒めてくれないの

で、褒めておきたいと思うんですが。

全国高校総体弓道の部で、都城工業の有馬君

が優勝しました。教育長もよく御存じの男でし

たが。１週間前でしたか、都城工業高校の運動

会がありました。運動会を見に行きましたら、

この工業高校の運動会は、本当にリレーでも100

メートル競走でも真剣に走ってます。だから、

あの真剣さが、やっぱり弓道の優勝というのに

導いてきたのかなというふうに思いました。

そして、もう一つ。きのう、議員寮に泊まっ

てまして、５時ごろ、堤防をずっと歩いたり走っ

たりして宮崎商業高校の前まで行ったんですが、

ちょうど大淀川をジャージを着た男の先生と女

の先生が自転車で走ってるんです。挨拶しまし
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たけど。マイクを持って、片手でやってるわけ

です。大宮高校と宮崎商業と同時に練習をやっ

てるんです。大宮高校の何年生、なんとかと、

こう言ってました。もう一回やるぞとかいうよ

うな話をして。あんだけ練習をぴしゃっとされ

るんだから、この成績を上げれるんだなと思っ

たとこでしたが。すばらしい練習をお二人の男

女の先生が指導されておりました。

そういうので、我々特別委員会で行ってお話

をしたんですが、これだけの成績を収めたとい

うことについてあんだけの練習されるんだとい

うことで、ひとつ、教育長からもほめてやって

おいていただくとありがたいと、このように思

いました。

それと、もう一つお願いですが、先ほどから

スーパーティーチャーの話が出てるんですが、

私たちもスーパーティーチャーになる人を教え

られるところとか、授業されるとこを見たこと

がないです。だから、できれば、この委員会の

中で、１回でもいいからスーパーティーチャー

の教育されるところを見せていただきたいと、

そして、またほかの学校に行ったときにどうな

んだろうなというのも、１回見せてもらったら

ありがたいなと思いました。以上です。

○西村委員長 ほかにないでしょうか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○西村委員長 よろしいでしょうか。

それでは、以上をもちまして教育委員会を終

了いたします。

執行部の皆様、お疲れさまでした。

暫時休憩いたします。

午後２時53分休憩

午後２時57分再開

○西村委員長 それでは、委員会を再開いたし

ます。

採決についてでありますが、22日、最終日に

採決を行うこととし、再開時間を13時としたい

と思いますがよろしいでしょうか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○西村委員長 それでは、そのように決定いた

します。

その他で何かありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○西村委員長 ないようですので、以上をもち

まして、本日の委員会を終わります。

午後２時57分散会
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午後０時59分再開

出席委員（７人）

委 員 長 西 村 賢

副 委 員 長 右 松 隆 央

委 員 中 村 幸 一

委 員 押 川 修一郎

委 員 山 下 博 三

委 員 髙 橋 透

委 員 徳 重 忠 夫

欠席委員（なし）

委員外委員（なし）

事務局職員出席者

政策調査課主幹 牧 浩 一

議事課主任主事 沼 口 恭一郎

○西村委員長 委員会を再開いたします。

まず、先日、徳重委員からの執行部への質問

に対しまして、書面にて回答が来ておりますの

で、配付させていただきました。

それでは、議案の採決を行います。

議案第１号につきましては、原案のとおり可

決することに御異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○西村委員長 異議なしと認めます。よって、

議案第１号につきましては、原案のとおり可決

すべきものと決定いたしました。

次に、閉会中の継続審査についてお諮りいた

します。

教育及び警察行政の推進並びに公営企業の経

営に関する調査につきましては、引き続き閉会

中の継続審査としたいと思いますが、御異議あ

りませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○西村委員長 御異議ありませんので、この旨、

議長に申し出ることといたします。

次に、委員長報告骨子（案）についてであり

ますが、委員長報告の項目として、特に御要望

等はございませんか。

暫時休憩をいたします。

午後１時０分休憩

午後１時１分再開

○西村委員長 それでは、委員会を再開いたし

ます。

委員長報告につきましては、正副委員長に御

一任いただくことで御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○西村委員長 それでは、そのようにいたしま

す。

暫時休憩いたします。

午後１時１分休憩

午後１時２分再開

○西村委員長 それでは、委員会を再開いたし

ます。

10月30日の閉会中の委員会につきましては、

正副委員長に一任をいただくということで御異

議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○西村委員長 それでは、そのようにいたしま

す。

そのほかで何かございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○西村委員長 何もないようですので、以上で

委員会を終了いたします。

午後１時３分閉会

平成26年９月22日(月)


